
議員全員協議会会議録

（令和７年９月９日）

愛　南　町　議　会



本 日 の 会 議

招 集 場 所

出席議員

議長 吉 田 茂 生 議員 山 本 美 佐

議員 田 中 純 樹 議員 岡 雄 次

議員 尾 崎 惠 一 議員 池 田 栄 次

議員 石 川 秀 夫 議員 金 繁 典 子

議員 鷹 野 正 志 議員 原 田 達 也

議員 濱 本 元 通 議員 中 野 光 博

議員 吉 村 直 城

欠席議員

副議長 嘉 喜 山 茂

職務のため出席した者

議会事務局長 土 居 章 二 主幹 尾 川 美 保

説明のため出席した者

（総務課）

課長 濵 哲 也 主査 加藤 謙太郎

（企画財政課）

課長 清 水 雅 人

（会計課）

課長 前 田 美 保

（建設課）

課長 吉 村 克 己

（商工観光課）

課長 兵 頭 重 徳

（水産課）

課長 山 本 正 文

（農林課）

課長 入 江 昌 晃

（消防本部）

消防長 立 花 慶 司

（消防本部庶務課）

課長 守 口 庸 夫

（防災対策課）

課長 上 田 耕 平

（税務課）

愛南町議会議員全員協議会会議録

令和７年９月９日（火）

議場



課長 山 本 光 伸

（町民課）

課長 飯 田 英 功 主幹 久 徳 哲 也

（保健福祉課）

課長 中 川 菊 子

（子育て支援課）

課長 土 居 純 子

（高齢者支援課）

課長 大 間 知 伸 一 課長補佐 山 本 正 浩

（地域包括支援センター）

主査 上田 康太郎

（環境衛生課）

課長 谷 岡 誠 司 課長補佐 小笠原 和樹

課長補佐 坂 本 涼

（水道課）

課長 中 道 泰 生

（内海支所）

支所長 横 山 修 治

（御荘支所）

支所長 宮 本 良 也

（一本松支所）

支所長 松 本 仁 志

（一本松温泉あけぼの荘）

所長補佐 大 西 恒 次

（西海支所）

支所長 伊 田 光 洋 課長補佐 小 澤 豊

（生涯学習課）

課長 織 田 浩 史 主幹 藤 本 吉 信

課長補佐 中 田 憲 克

（平城公民館）

館長 前 田 和 紀

（城辺公民館）

館長 和 田 幸 雄

（生涯学習課人権啓発室）

室長 田 下 弘 之

（御荘Ｂ＆Ｇ海洋センター）

所長 清 水 良 一

（学校教育課）

課長 坂 本 一 利 主幹 池 田 大 作

課長補佐 二 神 裕 暁

（あいなん幼稚園）

園長 吉 田 理 香



（学校給食センター）

所長 二 神 志 朗

（国保一本松病院）

事務長 近 田 幸 信 主幹 森 口 弘 喜

（国保一本松病院附属内海診療所）

事務長 鈴 木 洋 文

本日の議員全員協議会に付した案件

１　特別会計等

開　会 10時00分

閉　会 14時58分

【決算勉強会】



1 

 

○吉田議長 昨日に続き、決算勉強会に伴う議員全員協議会を始めます。 

なお、嘉喜山議員から欠席届が出ておりますので報告しておきます。 

決算勉強会の前に、執行部から報告があります。 

はい。 

〇中村町長 議員の皆様、おはようございます。連日の勉強会、大変御苦労さまです。 

１件御報告とお断りをさせていただきます。 

現在、御審議をいただいております、認定第７号、令和６年度上水道事業会計決算につきま

して、提出資料の一部に記載誤りがあることが判明いたしましたので、誠に恐れ入りますが、

訂正の手続をとらせていただくことを御報告申し上げます。 

なお、該当か所につきましては、この後の決算勉強会で担当課長から御報告をさせていただ

きますが、今後はこのようなことのないよう、確認体制を一層徹底してまいります。誠に申し

訳ございませんでした。 

〇吉田議長 それでは改めまして、決算勉強会に伴う議員全員協議会を始めます。 

本日は一般会計の残りと特別会計及び事業会計を行います。 

傍聴を許可しておりますので、報告いたします。 

なお、昨日にもお知らせいたしましたが、今回の決算勉強会より、愛媛ＣＡＴＶによる議会

中継があります。 

決算勉強会の議会中継は、議会の透明性を高め、町民の皆様に議会活動を広く知っていただ

くための取組であります。議員の皆様におかれましては、より有意義な本会議運営のため、決

算勉強会で十分に質疑を尽くし、本会議では重複する質問を避けていただくよう重ねてお願い

申し上げます。 

進行の要領につきましては、昨日と同様であります。 

まず、昨日からの続きであります、一般会計について行います。 

質疑答弁につきましては自席にて挙手の上、議長の許可を得て着席のまま質疑答弁をしてく

ださい。 

なお、休憩はとりますが、途中退席していただいても結構です。 

それでは、配付しております時間割表どおり進めていきます。 

まず初めに、一般会計について行いますが、歳出は款別に行います。 

課長は主要な事業や特に説明が必要な事項などがあれば、議員の質疑の前に簡潔に説明をお

願いいたします。 

それでは歳出から行います。 

「１０款 教育費」２３３ページから２９３ページであります。 

補足説明はありますか。 

坂本学校教育課長。 

〇坂本学校教育課長 それでは学校教育課から御説明いたします。決算書２３７ページを御覧くだ

さい。 

中段の教育世代児童生徒就学応援金事業です。 

この事業は、令和５年度から７年度までの３年間の期限付となりますが、物価高騰に係る教

育に要する経費の負担増を踏まえ、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校に在籍する児童

生徒の保護者に対し支援金を給付して、就学に要する経済的負担の軽減を図るものです。 

令和６年度におきましては、小中高校生の保護者、計３２２名に総額３，９７４万円を支出

しております。 

次に同じページの下段、閉校施設等管理事業です。主要施策の成果に関する報告書は２６５

ページになります。 

令和６年度は１，７５４万８，５０９円を支出し、前年度から７４５万６，０００円の増、
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率にして７４パーセントの増となっております。 

これは、昨年度から新たに内海中、長月小、久良小の３校が閉校となり、管理する学校数が

増えたことによります。 

次に２４１ページ、下、小学校維持管理事業で５，９０４万１，８９９円の支出です。 

前年度から４，６５７万９，０００円の減で、率にすると４６．２パーセントの減となりま

す。この理由としましては、長月小、久良小学校が閉校したことと、令和５年度に城辺小の屋

内運動場の大規模改修工事があったことによります。 

次に２４３ページの下段を御覧ください。小学校振興事業で４，５７７万３，９６３円の支

出です。前年度から２，８１９万４，０００円、２１８．８パーセントの増となっております

が、昨年度については教師用の指導用の教科書、総額２，６４５万４，０００円を購入したこ

とによる増加となっております。 

次に２４７ページを御覧ください。中段の中学校維持管理事業の町単独事業で、城辺中学校

屋内運動場空調整備工事２，９２１万３，０００円となっております。 

企業版ふるさと納税によりまして空調機器の寄贈を受け、事業を実施したものであります。

以上で、学校教育課決算の概要説明とさせていただきます。 

〇吉田議長 ほかに補足説明ありますか。 

   織田生涯学習課長。 

〇織田生涯学習課長 生涯学習課からは主な事業について御説明いたします。 

まず、決算書２５３ページ中段を御覧ください。 

生涯学習庶務事務で樹木伐採業務委託料として、須ノ川地区の要望に基づき、旧内海郷土資

料館敷地内の支障木を伐採し、１２６万５，０００円を執行しております。 

決算書、２６３ページ下段を御覧ください。 

平城公民館管理運営事業で、平城交流センター照明器具ＬＥＤ化改修工事と、平城公民館交

流室空調機取替工事を実施し、それぞれ８４１万２，０００円、１２９万８，０００円を執行

しております。また施設備品購入費として会議用テーブル、２９台を購入し、１６５万５，５

００円を執行しております。 

決算書２６５ページ下段を御覧ください。赤水公民館管理運営事業で赤水公民館空調等改修

工事を実施し、８６９万円を執行しております。 

決算書２６９ページ上段を御覧ください。城辺公民館管理運営事業で城辺公民館１階展示ロ

ビー空調機更新工事を実施し、４６７万５，０００円を執行しております。また施設備品購入

費として、音響設備等を購入し、１３５万７，１８０円を執行しております。 

決算書２７１ページ下段を御覧ください。久良公民館管理運営事業で、久良ふるさとセンタ

ー空調設備改修工事と久良ふるさとセンター１階トイレ改修工事を実施し、それぞれ３１０万

２，０００円、１２３万２，０００円を執行しております。 

決算書２７７ページ中段を御覧ください。西海公民館管理運営事業で西海町民会館大規模改

修工事設計業務委託料として１３０万９，０００円を執行しております。 

決算書、２７９ページ上段を御覧ください。福浦公民館管理運営事業で福浦公民館２階ホー

ル空調機取替工事を実施し、１１９万５，７００円を執行しております。 

決算書２８１ページ中段を御覧ください。御荘文化センター自主開催事業で合併２０周年記

念事業として、梅沢富美男劇団公演など３件の公演を実施し、１，５１７万８，２５４円を執

行しております。 

決算書２８５ページ下段を御覧ください。愛南町いやしの里トライアスロン大会実行委員会

補助事業ですが、第１１回大会として昨年６月１日に実施したもので、補助金１，１００万円、

昨年比７０万円の増額で執行しております。 

決算書２８７ページ上段を御覧ください。内海運動公園管理運営事業で内海グラウンド附帯
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設備改修工事を実施し、８９０万５，０００円を執行しております。 

最後に決算書２９１ページ上段を御覧ください。御荘Ｂ＆Ｇ海洋センター管理運営事業で、

御荘Ｂ＆Ｇ海洋センタープール棟塗装替等改修工事設計業務委託料として、３０６万９，００

０円を執行しております。また、御荘Ｂ＆Ｇ海洋センター屋外照明取替工事ほかを実施し、１

２７万３，８００円を執行しております。 

以上、生涯学習課からの説明とさせていただきます。 

〇吉田議長 その他補足説明ありますか。 

補足説明が終わりましたので、質疑を受けます。質疑ありますか。 

山本議員。 

〇山本議員 決算書ページ２３５ページの、説明のほうが２６０ページ。ＡＬＴの外国人英語指導

助手設置事業なんですが、令和４年、令和５年と中学校の外国語との勤務時間をちょっと見て

みて、令和６年だけちょっとがくんと下がってるんですよね。これはどうしてですか。 

〇吉田議長 坂本学校教育課長。 

〇坂本学校教育課長 勤務時間が少なくなったという御質問だったかと思いますが、これ基本的に

ＡＬＴは中学校に１人ずつ配置しておるんですが、今６年度から内海中学校が閉校になった関

係によってですね、この分が減になったということであります。 

以上です。 

〇吉田議長 ほかに質疑ありますか。 

山本議員。 

〇山本議員 すいません別のページなんですが、決算書ページ２３７ページ、南宇和高等学校魅力

化推進事業、報告書のほうが２６３ページですね。 

こちらの南宇和高等学校魅力化推進事業アドバイザリー業務委託料なんですが、１，０９７

万３，０００円、これはどんな業務をされてるんですかね。 

〇吉田議長 坂本学校教育課長。 

〇坂本学校教育課長 南宇和高校の魅力化推進事業の委託料ですが、まず２つ業務がありまして、

１つは、南宇和高校の魅力化推進事業の支援業務が１つと、あと２つ目として、南光叶夢セン

ターの運営支援業務となっております。 

最初の魅力化推進事業支援業務の内容については、魅力化事業に係るワーキンググループの

運営支援と、あと南宇和高校との調整支援ですね、この中には南宇和高校の教員向けの講演会

等の開催も含まれております。次に南宇和高校生向けにキャリア講座を開催しておりまして、

例えばグループディスカッション講座であるとか、大学進学に必要なスキルを身につけるため

の講座を開催しております。 

あとそのワーキンググループの運営支援については、毎月１回南宇和高校教育委員会、叶夢

センターのスタッフ、委託事業者の４者で定例会を開催しておりまして、その中で指導方針で

あるとかもろもろの運営方針についてそごがないように運営ができるように、協議を行ってい

るところです。 

２つ目の南光叶夢センターの運営支援業務なんですけれども、これについてはスタッフの募

集ですね、講師の募集の業務、また現在、南宇和高校の叶夢センターで勤務しているスタッフ

に対する個別指導になります。併せて業務関連のサポートとコンサルティングとなりまして、

あとそのスタッフに対する研修であったりとか、そういう大学進学に向けた、いろいろ日々

年々変わってきますのでそういうことに対応をするようなですね、スタッフ向けの指導も行っ

ているということになります。 

以上です。 

〇吉田議長 ほかに。 

山本議員。 
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〇山本議員 先ほどのお話なんですけれども、南宇和高等学校魅力化推進事業アドバイザリー業務

ですね、私ちょっと調べてなくていつから始まったものなのかとか分からないんですけど、こ

れを始めたことによってよかったこととか、よくなったこととか、変わったこととかっていう

のはございますか。 

〇吉田議長 坂本学校教育課長。 

〇坂本学校教育課長 南光叶夢センターは令和３年度の途中から開設をされてされました。 

実質、３年目になるんですけれども、叶夢センターを開設して、町内の中学生の南宇和高校

への進学率の向上も一つの目的としておりましたが、中学生の進学率も徐々に向上してきて、

６年度では７０パーセントになりました。３年前までは６４パーセントぐらいだったんですけ

れども。ただ併せて大学への進学率の向上というのも目標に掲げておるんですけれども、この

４年制大学への進学率は４０％ぐらいで６年度が４１パーセント、前が４０パーセントぐらい

なので、４０パーセントぐらいで横ばいではあるんですけれども、３年目これから４年目を迎

えて叶夢センターも軌道に乗ってきておりますので、また利用する高校生の生徒数も増えてき

ておるので、徐々にその辺りも向上するのではないかと考えております。 

以上です。 

〇吉田議長 ほかに質疑ありますか。 

山本議員。 

〇山本議員 叶夢センター以外のほうはどうですか。 

先生たちとのことでしたりとか、教師を集めたりとかそういうほうの業務はどうですかね。

よくなっているというか、スムーズに進んでいるようになってますか。 

〇吉田議長 坂本学校教育課長。 

〇坂本学校教育課長 まず南宇和高校の先生方との関係性というか、なんですけど先ほども申し上

げましたように、毎月定例会を開催をしておりまして、その場には、校長先生、教頭先生、ま

た進路指導の先生等も出席しているんですけれども、そこで叶夢センターのスタッフと学校の

先生方と、教育の方向性にぶれがないような形で、そごが生じないような形で毎月打合せを行

って進めておりますので、その辺り、恐らく南宇和高校の先生方もう叶夢センターの存在とい

うのはもう理解していただいておるのかなと思っておりますので、引き続き南宇和高校とはし

っかりと連携とりながら進めたいと考えております。 

〇吉田議長 ほかに質疑ありますか。 

   山本議員。 

〇山本議員 すいません多くて。決算書ページ２３９ページの学校活動支援事業、報告書のほうが

２６６ページなんですが、こちらのスクール・サポートですね、地域コーディネーターとかで

すね、学校の担任の先生とかを助ける先生たちがいらっしゃるので、その辺なのかなと思うん

ですが、配置効果割合が令和６年で９１パーセントにちょっと減ってるんですね。これはどう

してですか。 

〇吉田議長 坂本学校教育課長。 

〇坂本学校教育課長 基本的にこのスクール・サポート・スタッフなんですけれども、あと部活動

指導員等が含まれるんですけど、これについては過去、令和４年、令和５年は１００パーセン

トということであったんですけど、９１パーセントということになっておりますが、恐らく、

サポートスタッフが令和５年度と比較して、恐らく１名減になってたのじゃないかと考えてお

りますが、多分その分の影響ではないかと考えております。 

以上です。 

〇吉田議長 ほかに。山本議員。 

〇山本議員 多分、今、学校の先生ってすごく大変な業務されてて、朝も早くから夜も遅くまで頑

張ってらっしゃると思うんで、このサポート・スタッフの方々の力ってとても大きいと思うん
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ですけど、その減ったことによって、何ですかね学校の先生方がちょっと負担が大きくなった

りとか、そういうのがあるんでしたら、これから増やしていくとか、もっと大きくしていくと

かっていう、時間を大きくしていくとかですね、スタッフさんの業務をちょっと増やしていく

とか、そういうのはこれからございますか。 

〇吉田議長 坂本学校教育課長。 

〇坂本学校教育課長 スクール・サポート・スタッフをお願いしている皆さんについては、基本的

に教員のＯＢをお願いしているんです。あとプラス事務職の先生と、なのでなかなか例えばス

クール・サポート・スタッフとかそのほかもＩＣＴの指導員とかいろいろ教員のＯＢの方にお

願いする業務とかって結構あるんですね。 

その中でこちらもいろいろ人材を探してお願いをするんですけど、なかなかその御自身の事

情とかもあって、なかなかこちらの希望する人数が集まらないというようなちょっと事情もあ

ったりするんです。 

ですので、やはり学校が必要としている部分の人数についてはできるだけ教育委員会として

も応えられるように、そこら辺は何とか人材を確保したいとは考えております。 

以上です。 

〇吉田議長 ほかに質疑ありますか。 

山本議員。 

〇山本議員 決算書ページ２４１ページ。教員住宅管理運営事業、なんですが、報告書のほうが２

６９ページになってます。 

こちらがですね、令和４年、令和５年、９件、３件修繕回数がありまして、令和６年１１件

でちょっと増えてまして。教員住宅の入居率も１７．１パーセントで下がってるんですよね。

で、状況とか原因とか書かれてますけど、老朽化によりって書かれてますけど、今後っていう

のはどういうふうになさるおつもりですか。 

もうこれだけもう、１７．１パーセントとかっていう入居率ですよね、今後も何かこう下が

っていくんではないかと考えられるんですけれども、今後はどうされるおつもりでしょうか。 

〇吉田議長 坂本学校教育課長。 

〇坂本学校教育課長 教員住宅については、合併前に旧の５町村で整備しておった教員住宅はその

まま合併後も引き継がれているということになるんですけど、その当時と比べてやはり学校の

数も減って先生方の数もかなり減ってますので、まず、それで教員住宅に入居する数が減った

ということになります。 

あと教員住宅の管理については、確かにもうかなり老朽化が進んでですね、恐らく住めない

であろうという、かなりのリフォームしないと住めないであろうというような住宅もあります

ので、そこは教育委員会のほうで、もう一度精査をさせていただいてですね、まず、解体撤去

するのかとかですね、また、ほかの事業等で利用できるのかということはまた教育委員会のほ

うでちょっと調査を精査をさせていただければと思います。 

以上です。 

〇吉田議長 ほかに質疑ありますか。 

   山本議員。 

〇山本議員 すいません最後です。決算書ページ２５１ページ、報告書のほうが２７９ページです。 

放課後子ども教室事業についてなんですが、こちら、放課後児童クラブとの明確な違いとか

場所ていうのもあるんでしょうけど、違い、そうですね申込みの条件ですとか、児童クラブに

入ってなかったか、入れなかった条件の方がとかも申し込むことができるのかちょっと教えて

いただけますか。 

〇吉田議長 織田生涯学習課長。 

〇織田生涯学習課長 お答えいたします。 
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   放課後子ども教室事業なんですが、基本的にはおっしゃるとおり放課後児童クラブのない学

校を中心に、放課後子ども塾という通称で開設しております。 

１つは柏小学校、家串小学校、緑小学校、それと長月小学校の４つを開設しています。 

基本的には１年生から６年生までで、主に入会の制限いうのがほぼないような状態です。負

担金もこれについてはございません。 

一応そういう補完的な形で放課後児童クラブが設置されてない学校に設置しております。 

それともう一つ、夏休み子ども教室というのがあるんですが、こちらについてはですね、放

課後子ども塾自体が学校の授業のある日ですので、長期休業中ないので、それに合わしてと、

もう一つは放課後児童クラブに入れない子供も対象にしています。 

ただこちらのほうはですね、負担金が必要なのと、あとは家族の就業状態とか、そういった

もののちょっと制約がございます。 

大まかに言いますと違いは以上です。 

〇吉田議長 ほかに質疑ありますか。 

   金繁議員。 

〇金繁議員 今の放課後子ども教室事業なんですけれども、これ放課後児童クラブの場合とこの子

ども教室の場合と使える場所に違いはありますか。 

〇吉田議長 織田生涯学習課長。 

〇織田生涯学習課長 使える場所というのは、一応放課後子ども塾についてはですね、基本的に公

民館を使っております。それと夏休み子ども教室については、Ｂ＆Ｇの隣の夢創造館を使って

おります。 

多分、放課後児童クラブは学校のほうで開設されてるんじゃなかったかと思うんですが、そ

の辺りのちょっと違いはあります。 

以上です。 

〇吉田議長 金繁議員。 

〇金繁議員 放課後児童クラブのほうは、教室が学校の教室が使えないってことなんですかね。 

〇吉田議長 織田生涯学習課長。 

〇織田生涯学習課長 放課後児童クラブのほうで学校を使うに当たっては、何らかの改修が必要に

なってたんじゃなかったかと思います。この放課後子ども教室事業についてはですね、すぐに

使える公民館を選んで使っているという状況だと思います。 

以上です。 

〇吉田議長 金繁議員。 

〇金繁議員 子供の数も少なくなってきて、この事業の管轄の課によって教室が使えたり使えない

っていうところがあるのであるとすれば、これを一つにまとめてもう教育委員会のほうにまと

めるとかっていうことを始めてる自治体も実際にあるらしいんですね。 

そのほうが効率的でなおかつ情報も一元化ができるので、子供のためにもいいということで

されてるようです。今後お考えになったらどうかなと考えるんですが、これはいいです。一応

提案として、お伝えしておきます。 

次の子どもセンターなんですけれども、不登校の子供などが利用しているということで、年

間の利用者数が、２０名減ったと、７パーセントぐらいですけど、減ったということです。こ

れ、ここに書いてある人数っていうのは延べの人数ですよね。 

減った理由についてなんですけど、やっぱ周知不足とか、利用者の偏り・減少が原因って書

いてあるんですが、これ結構もう長い間してるで周知不足っていうのが今もあるとすればそれ

はそれで問題だと思うんですけど。 

今度、子ども発達支援センターもできるので、しっかり両輪でやっていただければもっと利

用者も増えると思うんですが、その辺はどうですかね。 
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〇吉田議長 織田生涯学習課長。 

〇織田生涯学習課長 決算書２５３ページの子どもセンター運営事業のことだと思いますが、一応

議員おっしゃられるとおり、近年ちょっと利用者数がちょっと減り幅が大きいような状況です。

特にコロナになって閉鎖していってからですね、コロナの時期に急激に減ってはいたんですが、

コロナ以降少しずつは増えてはいるんですけど、やはりおっしゃられるとおり、周知不足、子

供自体の数が減っているのもありますし、周知不足いうこともあってですね、６月か７月頃に

１回各学校にですね、こういうセンターもありますいうようなのは周知をさせていただいたん

ですが、できる限りの周知に努めていきたいと思っております。 

以上です。 

〇吉田議長 ほかに質疑ありますか。 

金繁議員。 

〇金繁議員 その次の２５３ページ同じく、成人式開催事業なんですけれども、これ政治家の方が

国会議員とか県議会議員を呼んでいらっしゃるんですが、これ事業費２０３万の中にその方た

ちへの交通費なり謝礼なりっていうのは含まれてるんですか。 

〇吉田議長 織田生涯学習課長。 

〇織田生涯学習課長 含まれておりません。 

〇吉田議長 金繁議員。 

〇金繁議員 この事業目的というのが、もちろん成人を迎える対象者の新たな門出を祝うっていう

ことなんですけど、祝ってどういうふうにしたいかっていうのがやっぱりＫＰＩになってくる

と思うんですけど、そこの辺の目的、単に楽しかったではなくて何らかの目的があると思うん

ですけど。そこに政治家の皆さんを呼ぶことが適当なのかっていうこともやっぱり本当本来は

判断しないといけないと思うんですね。その辺ＫＰＩどのようにお考えかということと、それ

から、政治家、愛南町の町民が選出した議員というのは、衆議院４区だけではなく参議院も選

挙区として選出しています。いつもというか、学校の卒業式とかにも呼んでらっしゃるかどう

かわかんないですけど、いつも衆議院の方しかこられてないんですが、参議院の方にもお声は

かけてるんですかね。 

〇吉田議長 金繁議員、できるだけ決算審議についてお願いします。 

（発言する者あり） 

〇吉田議長 生涯学習課長。 

〇織田生涯学習課長 まずちょっと政治家のほうへの御案内いうのは、参議院のほうにもしてたん

じゃなかったかと思うんですが、そちらのほうはちょっとまた確認をさせていただいたらと思

います。 

それから事業目的の関係なんですが、一応もうこの成人式を実施することによって、愛南町

で育った新成人の方にやっぱ成人としての自覚を持っていただくとともに、やはり愛南町郷土

に対する愛着といいますか、誇りといいますかそういうのを醸成できればなというようには考

えております。 

以上です。 

〇吉田議長 ほかに質疑ありますか。 

金繁議員。 

〇金繁議員 後ほど調べていただけるということでお願いします。もし、衆議院の方のみしか招待

してないということであれば大変不公平なね、ことになりますのでお答えをお待ちしておりま

す。 

次に、公民館事業なんですけど、２５５ページからずっと町内のたくさんの各公民館の運営

事業について報告されています。関係者の方は現場で一生懸命されてると思うんですけれども、

これ教育委員会としてですね、これもＫＰＩなんですけどこれ、事業の業績というのをどのよ
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うに設定して目標としているのか、ここに書いてあることを見ると、管理上の不都合トラブル

はありませんでした。満足度０．２パーセント低下していますとか、いや目指すところはどこ

で、公民館どれだけの人が利用してどれだけその地域の活性化に役立って、ていうことが本来

目標になると思うんですけど、かつ、不都合トラブルはありませんでしたっていうものが続い

ております。これではなかなか地区の活性化に結びつかないと思うんですけど、公民館事業の

ＫＰＩについてお聞かせください。 

〇吉田議長 織田生涯学習課長。 

〇織田生涯学習課長 お答えします。 

   公民館事業に関しましては、公民館事業独自のマネジメントシートというのを、それぞれの

公民館ごと細かい事業ごとのＰＤＣＡサイクルを使ったマネジメントシートに基づいて事業

を展開しております。これが令和２年、元年か２年度ちょっと覚えてないんですが、その頃か

ら始めてたかと思います。 

結果については、それぞれの公民館の運営審議会などで協議しながら、それぞれ個別の事業

の実施について、更新をしているような状況です。 

以上です。 

〇吉田議長 ほかに質疑ありますか。 

金繁議員。 

〇金繁議員 生涯学習課だけではなく、これ全ての課に共通することなんですけれども、私たち、

議会で、先月、県の町村議会議長会の研修を松山で受けてきました。 

そのときにですね、いかにこの政策サイクルをしっかり議会がチェックしていくことが大事

かということを学びまして、特に決算については成果検証ということで成果を検証するために

は、やはりその目標値、そしてそれを進捗状況をはかるＫＰＩ、数値目標というものが設定さ

れていないといけないということを学んできました。 

ですので、ＫＰＩをですね是非載せていただきたいんですけど、すいません生涯学習課だけ

じゃないんですけど、企画財政課長になるかもしれないんですが、お答えをお願いできたらと

思います。 

〇吉田議長 答えられますか、はい。 

〇清水企画財政課長 ちょっと企画財政課からお答えしますが、先ほどのですね公民館事業の件な

んですけど、そのトラブルの件数がゼロとかというのはですね、公民館管理の目標です。管理

ですよね。金繁議員が言われるのは事業のほうです。それは、この主要施策の表の中でも、２

８６ページあたりからですね、書いております。 

それは活動指標が、公民館が実施した、事業数であるとか参加者数とか、こういうものが目

標になってます。全ての公民館を載せてないのはですね、これ主要施策の成果に関する報告書

は５０万以下のものは割愛させていただいております。その関係で、全ての公民館載っていな

いというようなことになっております。 

以上です。 

〇吉田議長 よろしいですか。 

金繁議員。 

〇金繁議員 それではですね、例えば、昨日の猫の避妊去勢の事業ですとか、目標値がなかったで

すよね。ないものが、これ見てても多いんですけど、なので、成果を測るということが、これ

を見て、非常に難しいです。 

結局これは、読んでいて、事業をするための事業、厳しい言い方ですけど、なってるように

見えるものが多々ありまして、やっぱり私たち、決算の審査として、成果がどこまで達成でき

たのかっていうところを見ないといけないので、そこをやっぱり、努めて出していただけるよ

うにしていただきたいと思うんですけれども。 
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〇吉田議長 質疑ですか。回答必要ですか。 

〇金繁議員 いいです。 

〇吉田議長 後ほどの回答でよろしいでしょうか。 

〇吉田議長 ほかに質疑ありますか。 

金繁議員。 

〇金繁議員 それからですね、生涯学習課の２５０ページぐらいからの文化芸術の鑑賞を行う機会、

とか、スポーツイベント教室への参加とか、事業がありますけれども、これについてですね、

そもそもその事業をする、計画していく上で、町民にアンケートを総合計画に関連してアンケ

ートを行っていらっしゃるんですけれども、この満足度を測るアンケートの選択肢として、「普

通」っていう選択肢があるんですよね。 

これ生涯学習課だけではなく、ほかの課でもあるんですけど、例えばですよ、これ、文化芸

術の鑑賞を行う機会に対する満足度で「満足」、「やや満足」、「普通」、「やや不満」、「不満」、「無

回答」とありまして、これ、指標のほうにこのアンケート結果を数値として移したときに、「満

足」、「普通」っていう人たちが 1 番多いんですけど、６割とか７割いらっしゃるんですけど、

「普通」を「満足している」に入れてしまってるんですよね。なので、８割、９割の人が満足

していますっていう結果になってます。 

だけどこれ、統計学的にちょっとおかしいんじゃないかと思うんですよ。 

「普通」というのはニュートラルな中立なので、「満足」ともどちらとも言えないっていうの

が素直な解釈だと思うんですね。 

実際この「普通」っていう人たちを除いたときにどうなるかっていうと、「満足」、「やや満

足」っていうのは１２パーセントしかいない、１３パーセントぐらいしかない。片や、「不満」、

「やや不満」という方のほうが１８．４パーセントで多いとか、スポーツイベント教室につい

てもそうなんですけど、だからこれ、この数字を「普通」除いてしっかりとこのＫＰＩに入れ

るっていうことをしていかないと、結局、進捗状況も測ることもできないですよね、正確にど

れだけの人、町民が満足しているのか、満足した人が増えているのかっていうことが全く見る

ことができないわけで、ですので、そもそものやっぱりこのアンケートのとり方ＫＰＩをつく

る過程にこれは大きな瑕疵があるんじゃないかと思うんですけれども、それについてはいかが

でしょうか。 

〇吉田議長 答えられますか。 

清水企画財政課長。 

〇清水企画財政課長 アンケートの集計方法、公表の方法というのはですね、それぞれの事業課の

ほうで決めているものなんですけれども、取りまとめの企画財政課といたしましてはですね、

まさに金繁委員言われるとおりだと思っておりますので、後期基本計画の際にはですね修正を

かけたいと思います。 

以上です。 

〇吉田議長 ほかに質疑ありますか。 

石川議員。 

〇石川議員 決算書ページの２３７ページなんですが、南宇和高等学校魅力化推進事業、この中の

成果の、これ南宇和高校の志願率となっておるんですが、これ進学率は幾らで、入学者が何人

かということと、これ令和４年、５年、６年とですね、５ポイントほど改善はしてるんですが、

毎年これ１，０００万近い１，０００万超えてですね、１，２００万と去年はですね、去年度

は、なってるんですけど、これ効果として、どうなのかと。 

成果の状況というのは「維持・横ばい」という評価なんですが、この辺りの見解をいただき

たい。 

〇吉田議長 坂本学校教育課長。 
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〇坂本学校教育課長 まず、南宇和高校の進学率ということなんですけど、志願率は町内の中学校

から南宇和高校に進学した生徒という率になります。 

（発言する者あり） 

〇吉田議長 まだ回答中なんで。 

そのまま続けていただいて構いません。 

〇坂本学校教育課長 入学者数についてはまた後ほど報告させていただきます。 

以上です。 

〇吉田議長 石川議員。 

〇石川議員 志願率というふうに書いてますんで、もしこれが間違いなんであれば進学率に訂正し

ていただきたいし、これが志願率が正しいということであれば当然、併願されてると思うんで

私立もですね、何人かは。ということは、実際進学している南宇和高校に進学してる実数とし

ては、率としては減ってくるんじゃないかなと、いうふうに思っておるんで、これもちょっと

確認していただけますか。 

〇吉田議長 清水企画財政課長。 

〇清水企画財政課長 先ほどの金繁議員の御質問の続きなんですけども、当初予算のですね、予算

説明資料に同じようなものがついてると思うんですけど、そちらのほうに、年度当初の計画と

して、会議の回数であるとか、公民館に呼ぶ人数であるとかという目標数値を定めてます。 

それに対してする主要施策の資料についてはですね、結果をあらわしているというような形

になりますので、確かに各課がですね、目標を定めて、その結果がここに表れているというよ

うな資料になります。 

以上です。 

〇吉田議長 ほかに質疑ありますか。 

金繁議員。 

〇金繁議員 ありがとうございます。目標値をですね、提案なんですけれども、ぜひ、この決算書

の中にも入れていただけると、決算の本当の意義、成果検証、どこまで到達できたのかという

ことが分かりますので、予算書と決算書をの説明資料を全部照合して見ていくっていうのは非

常に難しく、一元化していただけると、その成果をどこまで到達できた、できなかったのはな

ぜか、もっとこうすればできるんじゃないかっていうことをしっかりと私たちも検証できるの

で、できればお願いしたいと思います。でもこれは議長に預けます。 

〇吉田議長 検討の余地はあるかと思いますあとでまた、少し回答頂ければと思います。 

ほか質疑ありますかね。 

清水企画財政課長。 

〇清水企画財政課長 実はですね、これシステムからの様式でございまして、これを、そのような

ものを言える、今までも結構特定財源を入れたりそういうことで改良はしてきたんですけども、

そのたびに改正の経費はかかるわけです。 

議会として、やはりそれが必要ということになれば、また議長を通じていただければこちら

で検討させていただきます。 

以上です。 

〇吉田議長 それでよろしいですかね。ほかに質疑…、 

石川議員。 

〇石川議員 ２３９ページのですね、南宇和高等学校教育振興協議会補助事業、これについてです

ね、これ補助を受けた参加生徒の人数なんですが、１５人ぐらい前年度から減っているんです

けども、事業費としては３４０万円ほど上がってると。 

成果状況についても「維持・横ばい」で費用だけが上がってるというような状況になってる

と思うんですが、これの理由とこの費用対効果からしたら逆に下がってるという状況になって
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ますが、見解をいただきたいと思います。 

〇吉田議長 坂本学校教育課長。 

〇坂本学校教育課長 はい南宇和高校振興協議会の補助ですが、御指摘のとおり生徒の数は横ばい

ということで、成果が横ばいなのではないかという御質問だったかと思うんですけど。 

ただ目的としてはですね、これやはり南宇和高校に通う生徒さんの教育振興、また南宇和高

校全体を、地域を支える人材や産業技術者の育成という点がこの補助の目的でもありますので、

右肩上がりになれば確かにいいんですけれども、現状を考えるとやはり横ばいになっていると

いうところでありますので、これについてはまた今後補助内容についてとかですね、その点に

ついてもまた高校側と協議をさせていただきたいと考えております。 

以上です。 

〇吉田議長 ほかに質疑ありますか。 

石川議員。 

〇石川議員 ４３０万増えてる前年度とですね、４３０万増えてる理由は何ですか。４４０万か。 

〇吉田議長 坂本学校教育課長。 

〇坂本学校教育課長 ５年度から増えてるってことですよね。実は５年度は、４年度でも当然同じ

ような額の補助あったんですけど、その時はまだ新型コロナの影響があった関係で、いろんな

県外に行っての活動等がなかったということで、かなり繰越金がありました。２００万以上と

いう繰越金があったので、令和５年が。今回は、南宇和高校のこの補助に関する適正な金額に

なった、適正かどうか分からんですけど、額が減ったということになります。 

〇吉田議長 ほかに質疑ありますか。 

石川議員。 

〇石川議員 決算書ページの２４１ページなんですが、教員住宅管理運営事業、先ほども同僚議員

から質問が出たんですが、これ対象物件、何件で、使用されてるのが、何件、先ほどちょっと

老朽化がひどくてもう、潰さないかんというような状況のものが何件あるのか。 

〇吉田議長 坂本学校教育課長。 

〇坂本学校教育課長 管理している住宅の件数は１１件です。戸数は３５戸になります。 

先ほどのとおり入居率は１７パーセントということになります。 

壊さないといけない件数というのは、まだこちらもしっかりと今精査できておりませんので、

今後、調査をしたいと考えております。 

以上です。 

〇吉田議長 ほかに質疑ありますか。 

石川議員。 

〇石川議員 ２４１ページなんですが、この小学校維持管理事業、太陽光発電売電収入が１４２万

２，０００円上がっておりますが、この小学校について何戸太陽光をつけられてるのか、お聞

きします。 

〇吉田議長 坂本学校教育課長。 

〇坂本学校教育課長 平城小学校と城辺小学校の２校に設置しております。 

以上です。 

〇吉田議長 ほかに質疑ありますか。 

岡議員。 

〇岡議員 決算書２３７ページの閉校施設等管理事業について、修繕件数が１４件というふうにあ

って、校舎であったり体育館であったりっていうところの修繕に充てられとると思うんですが、

学校には樹木が、もうかなり大きくなってきてその管理についてはこの事業に含まれているの

かどうかお聞きします。 

〇吉田議長 答えられますか。 
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坂本学校教育課長。 

〇坂本学校教育課長 樹木管理を行っているのは全てではなくてですね、旧満倉小学校と旧西海中

学校の２校になります。 

以上です。 

〇吉田議長 ほかに質疑ありますかはい。 

岡議員。 

〇岡議員 やっぱり閉校になった学校っていうのはかなりやっぱり歴史のある学校と思いますの

で、かなり木のほうも大きくなってきて、古木が折れて倒壊したりというような例もあります

ので、その辺の管理も今後は考えていただきたいと思います。 

以上です。 

〇吉田議長 ほかに質疑ありますか。 

岡議員。 

〇岡議員 決算書ページ２８５ページのスポーツ大会助成金事業について、現在、５つの大会等に

実績があるわけなんですが、これでかなり各団体とも、助かっておると思うんですけど、今後、

今、高齢者の方たちがグラウンドゴルフとかがよくやられてる、そういう関連の大会もあろう

かと思いますが、そういうことに関しては、この事業に含まれる可能性があるかどうかをお伺

いします。 

〇吉田議長 織田生涯学習課長。 

〇織田生涯学習課長 このスポーツ大会助成金事業の基本的なものとして、町外から選手をお呼び

して実施するものいうのをしておりますので、グラウンドゴルフなんかでも、そういうものが

あるようでしたら、また、対象にはなろうかと思うんですけど。 

グラウンドゴルフ協会なんか、スポーツ協会の中でやられたりいうのもあろうかと思います。 

以上です。 

〇吉田議長 ほかに質疑ありますか。 

石川議員。 

〇石川議員 決算書の２９１ページ、学校給食センター管理運営事業。この成果の中に給食調理上

の衛生事故件数、これ慢性的に発生しているような形になってると思うんですが、令和６年度

で７件発生しております。 

   この発生日付とどういう現象が起きたのかというリストを出していただけますか。 

〇吉田議長 可能でしょうか。 

   坂本学校教育課長。 

〇坂本学校教育課長 後ほど日付等のまとめたリストは提出させていただきます。 

〇吉田議長 ほかに質疑ありますか。 

田中議員。 

〇田中議員 決算書ページ２５５ページの平城公民館。平城公民館というわけではないんですけど、

あわせて生涯学習事業で内海だったりとかですね、城辺だったりとかそうなんですけど、平城

公民館だけしかちょっと僕は認識してないのでそのほかもやられてるかどうかなんですけど、

平城公民館で事業募集されるときに、ＳＮＳとかを利用して、ＬＩＮＥとかでですね、登録し

ている人に対して、次こういう事業ありますよっていうお知らせが来ます。 

ほかの公民館でも同じようにＳＮＳとか利用して参加者を募るとかっていうことはやって

ますでしょうか。 

〇吉田議長 織田生涯学習課長。 

〇織田生涯学習課長 お答えいたします。 

どうも議員御指摘のＳＮＳ等の活用は、平城公民館のみが今のところ行っているようです。 

今後、そういうものが有効であれば、またほかの公民館でもするような方向で考えていきた
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いと思います。 

以上です。 

〇吉田議長 ほかに質疑ありますか。 

   田中議員。 

〇田中議員 決算書ページ２８５でスポーツ少年団の事業、スポーツ少年団事業なんですけど、主

要施策の成果に関する報告書の中のスポーツ少年団への加入数、６年度の実績で２７９人だっ

たんですけど、これはもう小学生だけですかね。 

〇吉田議長 織田生涯学習課長。 

〇織田生涯学習課長 基本的には小学生だけなんですが、剣道だけ一部中学生も入ってたかと思い

ます。ごく少数です。 

以上です。 

〇吉田議長 田中議員。 

〇田中議員 スポーツ少年団、とてもいいことではあるんですけど、人口減少だったりとか少子化

っていうことで、ソフトボール大会とかではですね、もういきなり決勝戦という２チームしか

出られてないという状況です。 

で、今後のスポーツ少年団の在り方とかについては、どういうところで話し合いされてって

いうこととかっていうのはどういうとこで話されてるんでしょうか。 

〇吉田議長 答えられますか。 

織田生涯学習課長。 

〇織田生涯学習課長 スポーツ少年団については議員御指摘のとおり少子化で著しく団員数が減

っているというところあります。 

ただですね、加入率のほうはちょっとずつ上昇しているいうことで、そういうスポーツに親

しむ子供の割合は増えているところではあります。 

ただ御指摘のとおり、一部スポーツによってはもう即決勝戦とかいうような状況もあります

ので、今後他市町のスポーツ少年団との連携なども今後視野に入れていく必要があるのかなと

は感じておりますが、具体的な話し合い等は行っていない状況です。 

以上です。 

〇吉田議長 ほかに質疑ありますか。 

ほかに質疑がないようなので、教育費を終わります。 

暫時休憩いたします。１１時１０分から再開いたします。 

（休憩） 

〇吉田議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

生涯学習課から補足説明があります。 

織田生涯学習課長。 

〇織田生涯学習課長 成人式の関係につきまして、国会議員の招待についていうところなんですが、

確認いたしましたら、一応私参議院の方も呼んでるんじゃないかと言ったんですけど、基本的

に南予選出の国会議員いうことで線引きをしているということでした。 

以上です。 

〇吉田議長 それでは「１１款 災害復旧費」２９３ページから２９５ページについて、補足説明

ありますか。 

山本水産課長。 

〇山本水産課長 それでは水産課から、災害復旧費について御説明いたします。 

決算書２９３ページ下段、水産業施設災害復旧事業（国庫）でございますが、本事業は、令

和６年４月１７日に発生した豊後水道を震源とする震度６弱の地震により被災した深浦漁港

ほか、４漁港につきまして、水産業施設の機能回復及び漁業活動の安定化を図ることを目的と
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して実施したものであります。 

主な内容としましては、対象漁港となりました深浦、福浦、柏崎、船越、御荘漁港及び深浦

漁港海岸のエプロン舗装工及び水叩き工となっております。 

以上簡単でありますが、水産課から災害復旧費の説明といたします。 

〇吉田議長 ほかに補足説明ありますか。 

ないようなので質疑を受けます。質疑ありますか。 

質疑がないようなので、これで災害復旧費を終わります。 

続きまして、「１２款 公債費」、「１３款 諸支出金」、「１４款 予備費」２９５ページから

２９７ページです。 

補足説明ありますか。 

補足説明がないようなので質疑を受けます。質疑ありますか。 

質疑がないようなので、これで、歳出を終わります。 

続きまして、歳入全般について、２４ページから６５ページになります。 

補足説明ありますか。 

山本税務課長。 

〇山本税務課長 税務課からは町税の概要について御説明いたします。 

まず、決算書の９ページをお開きください。 

上段の調定額ですが、令和６年度の町税全体の調定額は現年度分と滞納繰越分を合わせて１

８億４，８４５万３，４７２円で、前年度と比較すると、２，２０３万８，７１３円、率にし

て１．１８パーセントの減額となっております。 

減額の主な要因といたしましては、定額減税の実施に伴う個人町民税の減額、評価替えに伴

う在来家屋の減価による固定資産税額の減額等によるものであります。 

収入済額は、現年度分と滞納繰越分を合わせて１８億１，２２５万６，７５２円で、前年度

と比較して１，５０８万２，６７３円、率にして０．８３パーセントの減収となっております。 

また、収納率は９８．０４パーセントで、前年度と比較して０．３５ポイントの上昇となっ

ております。 

結果、収入未済額も前年度と比較して、８３１万１，６２４円減の３，１３７万８，５９３

円となっております。 

次に、税目ごとの概要を説明いたしますので、２５ページを御覧ください。 

大きな増減のあった税目のみ説明させていただきます。 

まず、個人町民税の現年課税分につきましては、収入済額が６億６，３２１万３，２４６円

で、前年度と比較して９８８万１，４３９円、率にして１．４７パーセントの減、収納率は９

９．４５パーセントで、前年度と比較して０．３９ポイントの上昇となっております。 

減収の要因といたしましては、納税義務者 1人当たりの総所得金額等は増加しているものの、

定額減税の実施やふるさと寄附者の増加に伴う所得割額の減少及び復興特別の終了に伴う均

等割額の減少が主なものでございます。 

次に、法人町民税の現年課税分につきましては、収入済額が９，７４２万９，６００円で前

年度と比較して３００万２，５００円、率にして３．１％の増、収納率は９９．６９パーセン

トパーセントで前年度と比較して０．３１ポイントの低下となっております。 

増収の要因といたしましては、建設業における申告納付額が増加したことでございます。 

次に、固定資産税の現年課税分につきましては、収入済額が８億１，７１５万９，２４９円

で前年度と比較して１，０１０万９，８３５円、率にして１．２２パーセントの減、収納率は

９８．９５パーセントで前年度と比較して０，０２ポイントの上昇となっております。 

減収の要因といたしましては、評価替えに伴う在来家屋の減価が主な要因でございます。 

最後に、たばこ税につきましては、収入済額が 1億２，５８９万４，７７９円で前年度と比
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較して６６２万５，２３０円、率にして、５．０パーセントの減となっております。 

減収の要因といたしましては、たばこの売上げ本数の減少によるものでございます。 

税務課からの説明は以上です。 

〇吉田議長 ほかに補足説明ありますか。 

補足説明がないようなので、質疑を受けます。質疑ありますか。 

金繁議員。 

〇金繁議員 収入のところでちょっと、含まれてるかどうか確認したいんですけど、巨大風車、今、

愛南町に建ってますよね。それの農村漁村再エネ計画ていうのをつくって、その計画の範囲内

で、その計画に沿って風車建ってるんですけど、基金をですね、つくって、そこの基金から植

林活動などをしますと、農村漁村再エネ計画には書かれてあったと思うんですけど、その基金

収入ってどうなってるんですかね。 

〇吉田議長 谷岡環境衛生課長。 

〇谷岡環境衛生課長 お答えします。 

   各事業者のほうから、積立金という形でお金をいただいております。年間１０万円ずついた

だいておりまして、今トータルで７０万円となっておりまして、まだちょっと、基金の造成額

としてはちょっと乏しいですので、今それを積立てして、ある程度まとまりましたら各種の事

業に使うような形で今検討しております。 

以上です。 

〇吉田議長 ほかに質疑…。 

金繁議員。 

〇金繁議員 それは積立ててるということで、どこに入ってるんですかね。 

〇吉田議長 谷岡環境衛生課長。 

〇谷岡環境衛生課長 お答えします。 

その分につきましては、農山漁村の協議会のほうの通帳のほうで今積立てをさせていただい

ております。 

以上です。 

〇吉田議長 ほかに。金繁議員。 

〇金繁議員 町の収入としては計上されてないってことですか。 

〇吉田議長 谷岡環境衛生課長。 

〇谷岡環境衛生課長 町のほうの基金としては積立てておりません。 

〇吉田議長 金繁議員。 

〇金繁議員 ある程度になったら基金にするということなんですけど、ある程度ってどのくらいで

すかね。積立金、毎年１０万円ということで今７０万。これ７年間で７０万ということだと、

何ですかね。だとすると、風車って耐用年数２０年と言われてます。そしたら、このまま１０

万円ずつだと２００万しか基金にならないんですけど、その程度をお考えですかね。 

２点お願いします。 

〇吉田議長 谷岡環境衛生課長。 

〇谷岡環境衛生課長 今は１事業者からの寄附を基金の御提供いただいておりますが、今後、新た

に事業を開始する事業者のほうからも、事業が開始しましたら基金をいただけるような形にな

っておりますので、もう少し金額としては積み上がっていくかと思っております。 

以上です。 

〇吉田議長 金繁議員。 

〇金繁議員 新たな事業者って言われますけど、事業が実施されるかどうかっていうのはこれ本当

にね、この前も一般質問しましたけど、町全体にとっての公害を引き起こす大きな公害を引き

起こす私たちが防災の時に、頼りにする山出のね、水源とかそういうことにも関係してくるこ
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とですので相当慎重に判断していただかないといけない、そういう御答弁いただいてたと思う

んですけれども。 

早速そんな新たな事業者からの積立金を当てにするようじゃ、困ると思います。 

今、疑問というかお答え願いたいんですけど、新たな事業者についても農村漁村再エネ計画

を立てて、それに沿ってやっていくというおつもりですか。 

〇吉田議長 答えられますか。 

谷岡環境衛生課長。 

〇谷岡環境衛生課長 ちょっと訂正をさせていただきたいんですけど、新たな事業者というのがも

う既に建設が始まっておりまして、近々発電事業が始まる事業者のことを指しておりまして、

それが、その事業者の発電事業が始まりましたら、町のほうに御寄附がいただけるというよう

な考え方でございます。 

以上です。 

〇吉田議長 金繁議員。 

〇金繁議員 結局ですね、すいません私の誤解でした。 

先ほどの私の質問、幾ら貯金通帳に溜まったら基金にされるおつもりですか。それはいつ頃

の予定ですか。お見積りとして。 

〇吉田議長 谷岡環境衛生課長。 

〇谷岡環境衛生課長 そうですね、どれだけ溜まったら開始するかというところまではまだ決めて

おりませんけれども、新しく発電事業をされる、その事業者の寄附の額にもよるところがあろ

うかと思いますけれども、そうですね、額としてはまだはっきりとこの額が積立てれば何らか

の事業を開始するというところまでは決めてはおりません。 

以上です。 

〇吉田議長 金繁議員。 

〇金繁議員 農村漁村再エネ計画にのっとって、現在の大型風車、愛南町の大事な山々の尾根削っ

て建設されていろんな弊害も出てきています。再エネ計画の中で、農村漁村のためになるから、

漁業のためになるからということで計画できてるんですよね、巨大な風車が建ってるんですよ

ね。ですのに、たった１０万円しかも基金になってない。１０万円の額の決定というのはこち

らから何も言えないんですかね。事業者との交渉ってされてないんですか。これだと農業、漁

業のために巨大風車を建てますということだったのに、愛南町の農業、漁業のためになってな

いんじゃないですかね。 

〇吉田議長 ちょっと決算審議からかけはなれておりますので、答えられる範囲では答えますが、

何か環境衛生課長答えられますかね。 

谷岡環境衛生課長。 

〇谷岡環境衛生課長 御寄附の額につきましては、こちらからなかなか御提示するというのは難し

いこともございまして、事業者のほうの判断にお任せをしておる次第でございます。 

〇吉田議長 ほかに質疑ありますか。 

金繁議員。 

〇金繁議員 収支全般についてお伺いします。 

この決算書成果報告の冒頭に書いてあります実質収支なんですけれども、前年度比５億８，

２２１万円減ったということで、積立金、ごめんなさい減で、１，１６２万円しか実施収支の

額がないんですけれども、単年度収支としては、５億６，６６０万円の赤字となったとあるん

ですけど、原因というのは何なんでしょうかね。 

〇吉田議長 清水企画財政課長。 

〇清水企画財政課長 おっしゃるとおりですね、今年度収支額が大幅に減ったということなんです

けども、実はそれ財政調整基金の取崩しを見合せた関係が大きな要因です。 
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といいますのは、財政調整基金というのはある程度の定期預金に入っておりますので、財政

の決算が黒字になるんであれば、できるだけここはキープしたかったと。 

ただ、実際にですね、この１，０００万ほどの収支になるというのがちょっと予想外でして、

そこについては、年度末、３月末のですね、見通しがちょっと甘かったということにはなりま

す。今後は気をつけたいと思いますが、理由としては財政調整基金の取崩しを見合せたのが影

響になります。 

以上です。 

〇吉田議長 ほかに質疑ありますか。 

金繁議員。 

〇金繁議員 それとまた全般なんですけども、経常収支比率がまたというか去年に比べて悪化して、

９５パーセントを超えたと。 

結局、町が自由に使えるお金が非常に少なくなっていると。一般質問しててもね、お金があ

りませんってぱっと言われること、御答弁いただくこともあって心配なんですけれども、この

経常収支比率が悪化した理由と、それから経常収支比率内におけるそれぞれの人件費ですとか、

扶助費、公債費の割合、それから、人口１人当たりの額を教えてください。 

後でデータでも構いません。議会全体にシェアしていただけたらありがたいです。 

議長に委ねます。 

〇吉田議長 出せますか。 

清水企画財政課長。 

〇清水企画財政課長 まず経常収支比率が悪化した原因なんですが、おっしゃるとおり３．３ポイ

ント増加したということになっています。 

主な要因はですね、人件費です。 

人件費のですね高騰、給与改定とかによる高騰がありまして、それが経常収支比率に大きく

影響しております。 

この中には、会計年度任用職員の処遇改善の費用も含まれます。それと、それぞれの率なん

ですけども、経常収支比率は今年度、９５．９ということでございますが、主だったものだけ

言わしていただきますと、人件費については、３６．６パーセント、物件費が１２．２、補助

費が１０．６、公債費が２２．７というようになっております。 

それと、町民１人当たりということなんですけども、人件費、公債費辺りで大丈夫でしょう

か。 

（「はい」と言う者あり） 

〇清水企画財政課長 人件費につきましてはですね、町民１人当たりをですね令和６年の４月１日

の住基から割り出してます。６年度決算なので６年の４月１日の人口から割り出して人件費に

つきましては、２０万１，８００円。扶助費につきましては８万３，２００円。公債費につき

ましては、１１万４，７００円というふうになっております。 

以上です。 

〇吉田議長 ほかに質疑ありますか。 

尾崎議員。 

〇尾崎議員 決算書の８ページなんですけれども、自主財源の確保についてお伺いをいたします。 

愛南町、令和６年度の決算では、町税収入がここでは１７億７，０００万ということで、歳

入全体のですね、１割にとどまっております。 

これは自治体としてですね、やっぱり財政の自立度を示す重要な指標かと思うのですけれど

も、自主財源の拡充に向けたですね、今後施策をどのように展開しようと考えているのか、こ

の点についてお伺いいたします。 

〇吉田議長 清水企画財政課長。 
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〇清水企画財政課長 自主財源ということで、町税とかが主なものになってくるんですけども、町

税を上げるというようなことになりますと、それはやはり雇用の拡大だとか産業の振興とか、

歳出に係る全般に関わってくる問題だと思っております。 

これについてですね、今後の方針をとこの場で言われても、明確な答弁はちょっとできない

かなと思ってます。 

それと、自主財源の大きなものとして、今、ふるさと納税のものがございますが、それにつ

いては商工観光課が今後も取組を強化するということになっております。 

以上です。 

〇吉田議長 ほかに質疑ありますか。 

山本税務課長。 

〇山本税務課長 税務課からもお答えいたします。 

地方税につきましては、合併当初は、決算額で約１８億４，４００万円。１９年に町税と所

得税の税源移譲の関係で一時２０億になりました。その後は税制改正等の影響などもありまし

て、概ね、しかしながら横ばいで推移しておりまして、令和６年度の決算は約１８億１，２０

０万円と、合併当初と大きく変わっておりません。で、その要因といたしましては、主に町税

の収納率、収納率もですね合併当初は８９．７７パーセントでした。現在は９８．０４パーセ

ントと、こういったようにですね、町税につきましては当然議員言われましたように、大切な

町の基幹的な収入でございますので、これからもですね、収納率向上のために徴収強化、そし

て、納税者の利便性の向上という観点からも、令和４年度からコンビニ収納を始めたりとかで

すね、令和５年度からは、ＱＲコードによって、役場に行かなくても、スマホで決済できると

いうような利便性の向上にも努めております。そういった方向で自主財源の確保に税務課とし

ては取り組んでいきたいと考えております。 

以上です。 

〇吉田議長 ほかに質疑ありますか。 

尾崎議員。 

〇尾崎議員 はい、よく分かりました。 

もう１点ですね、地方交付税、これについてお伺いいたします。 

６年度の地方交付税は、これを見ると、約７３億円ということでですね、歳入の約４割を占

めておるようであります。 

これは町の財政運営において極めて大きな比重を持つわけなんですけれども、これは国の財

政状況や制度改正によって、変動するというリスクもあるのかなと思っておるんですけれども、

この交付税のですね、依存度が高い現状についてですね、どのように考えているのか、お伺い

をいたします。 

〇吉田議長 清水企画財政課長。 

〇清水企画財政課長 なかなかちょっと答弁できませんけども、財政力指数というのは分かります

かね。財政力指数が低い団体はですね、独自の財政力がないということで、愛南町はそれに当

たるんですけども、やはりですね愛南町のように、税収、頼れない団体をですね、国の財源に

移動するというような形になろうかと思います。それを脱却するというのはですねなかなか困

難なことでありまして、目指すところではありますが、そこについてはなかなか解決策が見出

してないというような認識でおります。 

以上です。 

〇吉田議長 ほかに質疑ありますか。 

ほかに質疑がないようなので、これで一般会計を終わります。 

続きまして特別会計に入ります。 

国民健康保険特別会計を行います。 
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補足説明ありますか。 

飯田町民課長。 

〇飯田町民課長 令和６年度愛南町国民健康保険特別会計決算の概要を説明させていただきます。 

一般会計に対しまして、特殊な科目名称がございますので、少しお時間いただいて、科目の

説明も含めてという形で、させていただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。  

科目ごとの説明に入る前に、決算総括としまして、令和６年度末の被保険者は、前年度比２

６４人減の５，１４４人で、総人口に占める割合は２８．１パーセントとなっており、町の人

口は減少傾向にあるとともに、国民健康保険の被保険者数につきましても減少傾向にあります。 

歳入歳出決算額は、歳入合計２９億２，６８４万９，５３７円、歳出合計２９億１０５万９，

７２９円となっており、差引き額２，５７８万９，８０８円は、これを翌年度に繰越しします。 

初めに歳出から説明いたしますので、３２１ページを御覧ください。 

１款、総務費、１項、総務管理費、１目、一般管理費は、国保事務に要する経費です。 

決算額は９０２万２，９６８円で、前年度比５０５万２，５６７円の増となっております。 

主要因は、マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴うシステム改修事業費３８６万１，

０００円及び、個人番号下４桁のお知らせ郵送料３４万２，９９４円の増によるものです。 

２目、国民健康保険団体連合会負担金は、診療報酬審査をはじめとする国民健康法に基づく

共同事業を行う愛媛県国民健康保険団体連合会への負担金です。決算額は４８５万１，４５８

円で前年度比２８４万６，７３７円の減となっております。 

主要因は、新次期国保総合システム負担金２８４万３，２８３円の減によるものです。 

１項、総務管理費の１目と２目合わせて決算額は１，３８７万４，４２６円で前年度比２２

０万５，８３０円の増となっております。 

次です。２項、運営審議会費は、国民健康保険事業の運営に関する重要事項について審議を

行う国民健康保険運営審議会開催経費です。決算額は６万５，６４０円で前年度比６，６４０

円の増となっております。運営審議会出席委員の増によるものでございます。 

２款です。保険給付費、１項、療養諸費、１目一般被保険者療養給付費は、保険者が負担す

る外来、入院、調剤等の医療費です。決算額は１８億３３０万６９３円で、前年度比４７０万

４，９３７円の増となっております。主要因は、医療費の高額化によるものでございます。 

３目、一般被保険者療養費は、治療装具等に対して保険者が負担する医療費です。決算額は

９３６万３，０７０円で、前年度比１３万９，４４６円の増となっております。実績額の増に

よるものでございます。 

５目、審査支払手数料は、診療報酬審査及び診療報酬支払事務に対する国民健康保険団体連

合会への手数料です。決算額は６２８万８，９５３円で前年度比２７万６，７１４円の減とな

っております。被保険者の減によるものが原因でございます。 

１項、療養諸費の１目、３目、５目合わせまして、決算額は１８億１，８９５万２，７１６

円で前年度比４５６万７，６６９円の増となっております。 

次に２項です。高額療養費です。 

１目、一般被保険者高額療養費は、被保険者の世帯所得によりまして１か月の自己負担額を

超えた場合の療養費でございます。決算額は３億３３５万９，５２５円で、前年度比１，５９

７万３，１６５円の増となっております。主要因は、医療の高度化による医療費の高額化によ

るものです。 

次に３２３ページを御覧ください。 

同項です。同項３目、一般被保険者高額介護合算療養費は、同じ医療保険の世帯内で１年間

支払った医療費と介護保険の自己負担額合算が、各所得の区分に設定された限度額を超えた場

合の療養費です。決算額は２９万８，３５３円で前年度比１万３，３２４円の増となっており

ます。実績の増によるものでございます。 
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２項、高額療養費の１目、３目合わせて決算額は３億３６５万７，８７８円で、前年度比１，

５９８万６，７８９円の増となっております。 

３項、移送費につきましては、医師により被保険者が病気やけがにより移動が困難である緊

急でやむを得ず入院や転院が必要と判断された場合のものでございます。決算額は０円です。

前年度もありませんでした。 

次４項です。出産育児諸費、1 目、出産育児一時金は、被保険者が出産した場合に、直接医

療機関に１件当たり原則５０万の一時金でございます。決算額は３００万円で、前年度比４２

万円の増となっております。主要因は、令和５年度から一時金が４２万から５０万円に改正さ

れたことによるものでございます。 

２目、審査手数料は、当該に係る出産を審査し手数料を支払事務に対する、国民健康保険団

体への手数料でございます。決算額は１，２６０円で、前年度比２１０円の増となっておりま

す。件数の増によるものです。 

４項の出産育児諸費の１目と２目合わせまして決算額は３００万１，２６０円で前年度比２

１０円の増となっております。 

次、５項でございます。葬祭諸費は、被保険者が死亡した場合の１人当たりの２万円の葬祭

費でございます。決算額は７８万円で前年度比３２０万円の減となっております。件数の減に

よるものでございます。 

６項、傷病手当諸費は、新型コロナウイルス感染症によるものです。決算額は０円で前年度

もありませんでした。この科目は、令和５年度、令和５年５月８日の５類感染症移行に伴う制

度廃止により廃目となっております。 

３款、国民健康保険事業費納付金、１項、医療給付費分は、愛媛県が県全体の医療給付費等

の見込額から、県や国の公費分を控除し、その残額を地域の年齢構成や医療費水準、また所得

水準等を調整して算定した納付金でございます。決算額は４億３，９０３万５，６１０円で前

年度比５，４４４万６，６７６円の減となっております。主要因は、被保険者の減少により、

愛媛県全体で集めるべき納付金額が下がったことによるものでございます。 

２項、後期高齢者支援金等分は、これも愛媛県の算定によるものでございまして、後期高齢

者医療制度を財政支援する納付金でございます。決算額１億５，９２７万９，１２２円で前年

度比９９７万３３７円の減となっております。主要因は、前項と同じでございます。 

次、３項の介護納付金分は、これも同じく愛媛県の算定によるもので介護保険制度を財政支

援する納付金です。決算額は５，０４４万６，３５１円で、前年度比５９１万４，７８７円の

減となっております。主要因、前項及び前前項と同じでございます。 

次３２５ページを御覧ください。 

５款です。財政安定化基金拠出金は、本特別会計において収入不足が生じ、愛媛県から指定

された国民健康保険事業費納付金額が支出できない場合に、愛媛県の財政安定化基金から貸付

けを受け、それを返還するための科目でございます。決算額は０円で前年度もありませんでし

た。 

６款、保健事業費、１項、特定健康診査等事業費は、生活習慣病の予防のために、４０歳か

ら７４歳までの方を対象に行う特定健康診査等事業費です。決算額は２，６４８万１，３４３

円で前年度比２６万５，７９３円の減となっております。主要因は、被保険者の減に伴いまし

て、診査委託料も減になったということでございます。 

次です。２項、保健事業費は、医療費の抑制・削減につなげるための事業費です。決算額は

２１７万２，３４１円で前年度比５４万７，７０３円の減となっております。主要因は、令和

５年度に策定したデータルヘルス計画策定業務委託料６６万円の減によるものでございます。 

７款です。基金積立金は、国民健康保険特別会計の財政を調整する資金に充てるための基金

でございます。決算額は６，２６６万９，４０８円で前年度比６，２６２万６，３６２円の増
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となっております。主要因は、県下、保険料水準の統一を見据えて、前年度繰越金と余剰予定

金を積立てたことによるものでございます。 

３２７ページを御覧ください。 

９款、諸支出金、１項、償還金及び還付加算金、１目の一般被保険者保険税還付金は、被保

険者が前年度以前に遡って資格喪失した場合の保険税還付金です。決算額は１３６万４，９０

０円で前年度比１４２万６，０００円の減となっております。主要因は、所得の更正及び社会

保険加入による資格喪失実績件数の減によるものでございます。 

３目、国庫支出金等精算返還金は、前年度保険給付費等交付金の超過交付を受けていた場合

の返還金です。決算額は１，２４０万９，７３４円で前年度比４２万６，４２１円の減となっ

ております。主要因は、普通交付金等の暫定申請額と実績額との差の減によるものでございま

す。 

１項の償還金及び還付加算金の１目、３目合わせまして決算額は１，３７７万４，６３４円

で前年度比１８５万２，１２１円の減となっております。 

２項、繰出金は、直営診療施設整備費及び運営費を愛媛県から特別交付金として受入れをし、

病院事業特別会計へ補助金として支出するものでございます。決算額は６８６万９，０００円

で前年度比４４７万９，０００円の増となっております。主要因は、令和５年度補助金の医療

機器購入費２３９万円に対しまして、令和６年度補助金の病院運営費の差額の増によるもので

ございます。 

１０款、予備費につきましては、特別会計の安定的な運営を目的としまして、予算で対応し

きれない不測の支出に備えるものでございます。決算額は０円で前年度の充用はありませんで

した。 

次に歳入について説明させていただきますので、３１３ページにお戻りください。 

１款、国民健康保険税につきましては、税務課長のほうから説明させていただきます。 

〇吉田議長 山本税務課長。 

〇山本税務課長 税務課から国民健康保険税の状況について御説明いたします。 

まず、令和６年度における国民健康保険税の収入済額は４億２，０９２万１３４円で前年度

と比較して１，７０１万３，２６３円、率にして４．２１パーセントの増。収納率は９６．３

４パーセントで前年度と比較して１．４８ポイントの上昇となっております。そのうち、現年

度分は収入済額が４億１，１５０万１，０９２円で前年度と比較して１，３７８万３，０４２

円、率にして３．４７パーセントの増、収納率は９８．５８パーセントで前年度と比較して０．

３１ポイントの上昇となっております。増収の要因といたしましては、社会保険への加入や７

５歳到達による、後期高齢者医療保険制度への移行に伴い、国民健康保険の世帯数及び被保険

者数は減少しているものの、世帯当たりの所得額が増加していることが主なものでございます。

また、令和６年度末における国民健康保険税の収入未済額につきましては、１，４６７万１，

１９５円で前年度と比較して、５６０万２，４９３円の減少となっております。 

税務課からの説明は以上でございます。 

〇吉田議長 飯田町民課長。 

〇飯田町民課長 引き続き私のほうから説明させていただきます。 

２款、使用料及び手数料は、納期限を一定期間経過した後から発生する督促手数料です。決

算額は２２万７，５８０円で、前年度比５万５，４００円の増となっております。主要因は、

実績件数の増によるものです。 

３款、国庫支出金は、マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴うシステム改修費及び、

個人番号下４桁のお知らせ郵送料に充てるための補助金です。決算額は４７６万３，０００円

で前年度比４７０万８，０００円の増となっております。主要因は、令和５年度補助金につき

ましては、出産一時金補助金５万５，０００円に対しまして、令和６年度の当該補助金の差額
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の増によるものでございます。 

本ページから３１５ページにかけてのものなんですけれども、４款、県支出金、１項、県補

助金、１目、保険給付費等交付金は、１節、普通交付金等と２節、特別交付金に区分され、普

通交付金は医療費の給付に充てられるもの、特別交付金は、医療費の適正化などの取組の評価

や特定健康診査、医療適正化事業等に交付されるものでございます。健康予防事業等への取組

状況に応じて交付される、保険者努力支援分、国の基準により保険者間の財政調整等の目的で

交付される特別調整交付金分、県の基準により、地域事情等による財政調整のために交付され

る都道府県繰入金（２号分）、特定健康診査実施状況により交付される特定健康診査等負担金

から成る交付金でございます。決算額は２１億５，９０６万４，２５４円で前年度比５，８１

２万７，００４円の増となっております。主要因は、医療の高度・高額化に伴う１節の保険給

付費等交付金、普通交付金の増によるものでございます。 

３目、健康増進事業費県補助金は、特定健診の追加項目、尿検査、血液検査及び心電図の実

施に係る補助金でございます。決算額は９４万６，０００円で前年度比６７万３，０００円の

減となっております。主要因は、検査項目受診者の減によるものでございます。 

１項の県補助金、１目と３目合わせまして、決算額２１億６，００１万２５４円で前年度比

２，１９１万１，３４８円の増となっております。 

２項、財政安定化基金支出金は、歳出に３２５ページの５款、財政安定化基金拠出金で説明

させていただきました、愛媛県財政安定化基金から貸付けを受ける交付金の科目でございます。

決算額は０円で前年度もありませんでした。 

５款、財産収入は、これも３２５ページ、７款の基金積立金で説明させていただきました、

財政調整基金積立金の利子でございます。決算額は１３万８，４０８円で、前年度比９万５，

３６２円の増となっております。主要因は、積立金、預金金利の上昇によるものです。 

６款、繰入金につきましては、国が示す基準に基づく、保険基盤安定などの法定繰入金、法

定外のその他繰入金を一般会計から繰入れする科目でございます。決算額は３億２９４万５，

５２０円で前年度比１，７３６万５７３円の減となっております。主要因は、保険税軽減対象

世帯の減による保険基盤安定の減や、国民健康保険税の税収に伴いまして、その他繰入金を減

にしたものでございます。 

７款、繰越金は、翌年度の財源として繰越す余剰金です。決算額は２，４８２万９，０４５

円で前年度比７５４万６７６円の減となっております。主要因は、国民健康保険税の税収減に

よる歳入歳出の差額の減によるものでございます。 

３１７ページを御覧ください。 

８款、諸収入、１項、延滞金、加算金及び過料、１目、延滞金は、税金の納付期限を過ぎて

納付する場合、納付期限の翌日から納付日までの日数に応じて計算されるものです。決算額は

２２４万５，８４３円で前年度比８８万２，２１５円の増となっております。延滞金の徴収実

績の増によるものでございます。 

２目、加算金は、申告義務が適正に履行されていない場合に課されるものです。決算額は０

円で前年度もありませんでした。 

１項、延滞金、加算金及び過料の１目、２目合わせまして、決算額は２２４万５，８４３円

で前年度比８８万２，２１５円の増となっております。 

３項、雑入です。１目、一般被保険者第三者納付金は、被保険者が交通事故等に遭いまして

相手方がある第三者行為による疾病で医療機関等を受診した際の医療費の保険者負担金につ

いて、相手方の加入する自賠責保険、任意保険から納付を受けるものです。決算額は１９万９，

７５８円で前年度比１９７万２，６７４円の減となっております。実績の減によるものでござ

います。 

３目、一般被保険者返納金は、不正行為に伴う徴収金です。決算額は１５７円で前年度比３
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万２，２１６円の減となっております。実績の減によるものでございます。 

５目、雑入は他の収入科目に属さないものです。決算額は０円で前年度もありませんでした。 

６目、過年度収入は、保険給付費等交付金の過年度精算金です。決算額は１，０５６万９，

８３８円で前年度比８２万３，９６２円の減となっております。主要因は、普通交付金等の暫

定申請額と実績額との差の減によるものでございます。 

３項、雑入の１目、３目、５目、６目合わせまして決算額は１，０７６万９，７５３円で前

年度比２８２万８，８５２円の減となっております。 

以上、国民健康保険特別会計の決算概要でございます。長時間すみません、ありがとうござ

います。 

〇吉田議長 補足説明が終わりました。 

それでは、歳出全般を行います。３２０ページから３２７ページまでです。 

質疑はありますか。 

質疑がないようなのでこれで歳出を終わります。 

次に、歳入全般を行います。 

３１２ページから３１７ページまでです。 

質疑はありますか。 

質疑がないようなので、これで国民健康保険特別会計を終わります。 

暫時休憩いたします。１時３０分から再開いたします。 

（休憩） 

〇吉田議長 休憩前に引き続き会議を開きます。最初に、学校教育課から補足説明があります。 

坂本学校教育課長。 

〇坂本学校教育課長 初めに、午前中に石川議員から御質問がありました、南宇和高等学校の魅力

化推進事業について御説明をいたします。 

主要施策の成果に関する報告書の２６３ページになります。 

この御質問の中で、この指標の名称ですが、南宇和高等学校の志願率となっておりますが、

こちらについては私どもの記入誤りがありまして、正しくは志願率ではなくて進学率が正しい

表記なりますので、御了承いただければと思います。 

次に、南宇和高校の年度別の入学者数です。 

令和４年度から順を追って申し上げます。 

令和４年度が９９名、令和５年度が８０名、令和６年度が８３名、今年度ですね令和７年度

が８６名ということで、令和４年から５年にかけて一度入学者数が減少しておりますが、ここ

３年で少しずつ回復をしているというような状況でございます。 

あと最後に給食センターの異物混入のリストということでございましたが、これについては

また後ほど議員各位のタブレットのほうに掲載をさせていただければと思っております。 

以上です。 

〇吉田議長 それでは本日、決算勉強会前に執行部より報告のありました上水道事業会計決算書の

訂正資料等につきましては、お手元に配付してます紙資料とサイドブックスの議員全員協議会

のフォルダに資料データを掲載しております。 

なお、説明につきましては、上水道事業会計決算説明の際、担当課長より説明いたします。 

次に、後期高齢者医療特別会計を行います。 

補足説明ありますか。 

飯田町民課長。 

〇飯田町民課長 令和６年度愛南町後期高齢者医療特別会計の決算概要を説明させていただきま

す。 

決算総括としまして、後期高齢者医療被保険者数は、令和６年度の被保険者数は、前年度比
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１０１人増の４，９１５人で、総人口に占める割合は２６．８パーセントとなっており、町の

人口は減少傾向にあるものの、高齢者、後期高齢者の被保険者数は緩やかな増加傾向にありま

す。 

歳入歳出決算額は、歳入合計４億６８９万４，０９８4098円。歳出合計３億９，０９２万９，

０２８円となっており、差引き額１，５９６万５，８８０円は、出納整理期間中に収納した保

険料で、これを翌年度へ繰越しします。 

初めに歳出から説明しますので、３４９ページを御覧ください。 

１款、総務費は、収納庶務事務に要する経費です。決算額は２９３万７，５００円で前年度

比１６１万３，１１６円の増となっております。主要因は、マイナンバーカードと健康保険証

の一体化に伴う個人番号下４桁のお知らせ郵便料１８０万４，０２４円及び、電算処理システ

ム窓口用端末の購入費６５万１，７５０円の増によるものです。 

２款、後期高齢者医療広域連合負担金は、歳出の９９．２パーセントを占めており、一般会

計から繰入れた保険料の軽減分補填である保険基盤安定負担金、事務費負担金、また被保険者

から徴収した保険料である保険料市町負担金です。決算額は３億８，７９７万４，６７８円で、

前年度比３，５５２万５，３４８円の増となっています。主要因は、被保険者数の増による保

険基盤安定負担金の増によるものです。 

３款、諸支出金は、保険料の過誤納分を還付償還するもの及び加算される還付加算金です。

決算額は 1万６，８５０円で前年度比２万１，１７０円の減となっております。件数の減によ

るものです。 

４款、予備費は、特別会計の安定的な運営を目的とし、予算で対応し切れない不測の支出に

備えるものです。決算額は０円で前年度も充用はありませんでした。 

次に歳入について説明いたしますので、３４３ページにお戻りください。 

１款、後期高齢者医療保険料につきましては、税務課長のほうから説明させていただきます。 

〇吉田議長 山本税務課長。 

〇山本税務課長 税務課からは、後期高齢者医療保険料の状況について御説明いたします。 

令和６年度における後期高齢者医療保険料の収入済額は２億５，５６７万２，３０７円で、

前年度と比較して３，３３８万５９７円、率にして１５．０２パーセントの増。収納率は９９．

７２パーセントで前年度と比較して０．０９ポイントの低下となっております。そのうち、現

年度分は特別徴収の収入済額が１億４，７８２万５，３４０円で前年度と比較して１，４８３

万４，７２０円、率にして１１．１５パーセントの増。普通徴収の収入済額が１億７６２万９，

８３０円で前年度と比較して１，８５８万３，１３０円。率にして２０.８７パーセントの増、

収納率は９９．４７パーセントで前年度と比較して０．３５ポイントの低下となっております。

増収の要因といたしましては、高齢化により、後期高齢者医療保険制度へ移行した被保険者数

の増加及び税率の上昇によるものでございます。 

また、令和６年度末の収入未済額につきましては、６３万１，２３３円で前年度と比較して

２６万６，８５３円の増加となっております。 

税務課からの説明は以上です。 

〇吉田議長 ほかに…。 

   飯田町民課長。 

〇飯田町民課長 引き続き私のほうから説明させていただきます。 

２款、使用料及び手数料は、納期限を一定期間経過した後から発生する督促手数料です。決

算額は２万４，１００円、前年度比で１，６００円の減となっております。 

４款、繰入金は、一般会計からの繰入金で、愛媛県後期高齢者医療広域連合の算定また通知

による、保険基盤安定繰入金、広域連合事務費繰入金、また、町が行う事務に要するその他繰

入金です。決算額は１億３，８６７万７，１１１円で前年度比７９０万８，２２１円の増とな
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っています。被保険者数の増による、保険基盤安定繰入金の増によるものでございます。 

５款、繰越金は、翌年度の財源として繰越す余剰金、具体的には、出納整理期間中に収納し

た保険料で、これを翌年度へ繰越し、後期高齢者医療広域連合納付金の保険料市町負担金とし

て、保険者である愛媛県後期高齢者医療広域連合へ納付します。決算額は１，１６９万６６３

万３円で、前年度比６８万９，８５４円の減となっております。 

６款、諸収入、１項、延滞金、加算金及び過料は、１目から３目合わせまして、決算額は２

万９，５９０円で前年度比５，９９０円の減となっております。 

３４５ページを御覧ください。 

５款、２項、雑入は、他の収入科目に属さないものでございまして、令和６年度につきまし

ては、マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴う個人番号下４桁のお知らせ郵便料に対

する愛媛県後期高齢者医療広域連合からの補助金です。決算額は８０万１，１３７円で前年度

は０円でした。 

以上、令和６年度後期高齢者医療特別会計決算の概要説明でございます。お願いします。 

〇吉田議長 補足説明が終わりました。 

それでは、歳出全般を行います。３４８ページから３４９ページまでです。 

質疑を受けます。質疑ありますか。 

質疑がないようなのでこれで歳出を終わります。 

次に歳入全般を行います。３４２ページから３４５ページまでです。 

質疑ありますか。質疑がないようなので、これで、後期高齢者医療特別会計を終わります。 

次に、介護保険特別会計を行います。 

補足説明ありますか。 

大間知高齢者支援課長。 

〇大間知高齢者支援課長 令和６年度介護保険特別会計決算に係る介護保険事業の概要と歳出に

ついてまず説明をいたします。 

決算書ではなく主要施策の成果に関する報告書により説明をいたしますので、報告書の３４

３ページを御覧いただきたいと思います。 

最初に令和６年度介護保険特別会計の歳入決算額は、３３億１３万２，２４１円。歳出決算

額は３２億６，３０１万１，９９０円。歳入歳出差引額は３，７１２万２５１円となっており

ます。 

なお、剰余金のうち、介護給付費の精算により、国庫負担金１，２９７万１，１７０円。地

域支援事業費の精算により国庫交付金、２０６万９，８２８円。支払基金交付金８５万２，５

２８円及び県交付金、４７万５，２１７円。総計で１，６３６万８，７４３円を次年度返還す

ることとなっております。 

また、介護給付費の精算により、支払基金交付金２１３万６，０２１円が次年度において精

算交付されることとなっております。 

次に、本町の第１号被保険者についてですが、令和６年度末の第１号被保険者数は、８，７

７５人で、前年度から９４人の減となっております。第１号被保険者を前期高齢者と後期高齢

者で比較をいたしますと、後期高齢者の割合が５７．４パーセントとなり、後期高齢者の占め

る割合のほうが高くなっております。所得段階別の第１号被保険者数及び構成率は、３４４ペ

ージ上段の表のとおりであります。 

３４４ページ下段、令和６年度末の要介護要支援認定者数は、第１号被保険者、第２号被保

険者を合わせて１，８６０人。認定率は２１．１８パーセント、前年度に比べて認定者数は１

１人の増。認定率は０．３６ポイントの増となっております。 

認定区分別の認定者数及び構成率につきましては、御覧のとおりであります。 

次に、３４６ページ、介護給付費の状況を御覧ください。 
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令和６年度の介護給付費の総額は、３０億３，７２８万９６７円で、歳出決算総額の９３．

０８パーセントを占め、前年度に比べて１億４，３１３万３，９９２円の増、前年比１０４．

９５パーセントとなっております。 

利用件数は９万３，９８８件で、前年度に比べて５，５２８件の増。前年比１０６．２５パ

ーセントとなっております。 

第１号被保険者１人当たりの給付総額は３４万６，１２９円で、前年度に比べて１万９，８

０７円の増となっております。給付費及び利用件数が増となった理由についてですが、令和６

年度介護報酬改定に伴い、報酬改定がですね、全体として実質２．０４パーセントの報酬改定

が行われたことに伴い、給付費の増、また、コロナウイルス感染症の５類移行に伴い、サービ

スの利用控えが解消したことなどが、などにより、件数及び、またこれについても、費用の増

が、したことが大きな要因であると考えております。 

次に、３４７ページの地域支援事業費についてですが、地域支援事業は、介護予防・日常生

活支援総合事業、包括的支援事業及び任意事業で構成され、高齢者が重度の介護状態となって

も、住み慣れた地域で自分らしい生活を続けることができるよう、地域包括ケアシステムの構

成構築を目指し、取り組んでいる事業であります。 

令和６年度の地域支援事業費の総額は９，７９９万９，１９３円で、前年度に比べて１７５

万７，３２２円の減。前年比９８．２４パーセントとなっております。 

次に歳入について説明をいたします。 

１款の保険料については、税務課長が説明をいたします。 

〇吉田議長 山本税務課長。 

〇山本税務課長 税務課からは介護保険料の状況について御説明いたします。 

決算書の３６５ページをお開きください。 

令和６年度における介護保険料の収入済額は５億３，４５６万４，８１１円で前年度と比較

して１，０２５万３，１８１円、率にして１．９６パーセントの増。収納率は９９．４４パー

セントで前年度と比較して０．１５ポイントの上昇となっております。そのうち現年度の特別

徴収分の収入済額が、４億９，７２３万８，３００円で前年度と比較して９６９万９，７００

円、率にして１．９９パーセントの増。普通徴収分の収入済額が３，６０５万８，６０５円で

前年度と比較して３０万２，０８４円、率にして０．８４パーセントの増。 

収納率は９６，８４％で前年度と比較して０．３５ポイントの上昇となっております。増収

の要因といたしましては、被保険者数は減少しているものの、高い段階の被保険者が増加した

ことが主な要因でございます。また、令和６年度末の収入未済額につきましては、１９７万７，

０５０円で前年度と比較して１０９万５，７１１円の減少となっております。 

税務課からの説明は以上です。 

〇吉田議長 その他補足説明ありますか。 

大間知高齢者支援課長。 

〇大間知高齢者支援課長 同じく決算書、３６５ページの下段、３款、国庫支出金は、主に介護保

険給付費、及び地域支援事業費について、法定負担割合に応じて交付を受けているものであり

ますが、精算により、次年度に額が確定することとなっております。 

３６７ページ中段から下段の支払基金交付金及び県支出金も、国庫支出金と同様であります。

以上、簡単ではありますが、令和６年度介護保険特別会計決算に係る概要の説明といたしま

す。よろしくお願いします。 

〇吉田議長 それでは、歳出全般を行います。３７４ページから３８５ページまでです。 

質疑ありますか。 

金繁議員。 

〇金繁議員 介護に関する支出全般に関わるかと思うんですけど、介護に携わるヘルパーさんとか
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の人手が、町内で足りなくなっているっていうようなことも聞くんですけれども、現状はどう

ですか。 

〇吉田議長 大間知高齢者支援課長。 

〇大間知高齢者支援課長 全国的に介護に係る人材の不足、愛南町も同様にですね、決して潤沢な

状況ではないんですけども、何とか各事業者さんの御尽力により、利用に応えていただいてい

るというところではありますが、特に訪問介護、ヘルパーさんの利用につきましては、若干調

整に苦慮している場面もあるようであります。以上のように認識しております。 

〇吉田議長 ほかに…。 

金繁議員。 

〇金繁議員 町の責任というよりも国の制度設計に瑕疵があると思うんですけれども、今人手不足

になってきているということは、このままいくと、介護の対象者が減ったりしない限りは、な

かなか改善はしないと思うんですけれども、町として何らかできる手当てというか、ないです

かね。 

〇吉田議長 答えられますかはい。 

大間知高齢者支援課長。 

〇大間知高齢者支援課長 町に限ったところではないんですけども、少子高齢化に加えて、未経験

者や若い世代においては、介護職に対してネガティブなイメージを持つ方も多く、介護事業、

介護業界の仕事に就くことに不安を抱く傾向があるようです。 

また、賃金の低さや精神的・肉体的にハード等といった理由から離職率も高く、人材不足を

引き起こしている一因であると考えております。 

そのような中、厚生労働省、国のほうでは、人材不足解消のために、介護職員の処遇改善を

はじめ、多様な人材の確保、育成、離職防止、定着促進、魅力向上等の整備等の総合的に取り

組んでいただいております。 

しかしながら、今後１５歳から６４歳までの生産年齢人口が減って、全産業的に人材の確保

が厳しい状況になる中においても、介護サービスの需要に対応した介護人材の必要数が増える

ことが見込まれております。人材不足がサービス供給のさらなる制約要因となることがないよ

うに、国による引き続きの支援に期待をしているところであります。 

さらにですね、介護人材の職場定着という観点におきましては、町においても同職種間の連

携、異職種間の連携、それから資質の向上が重要だと考えております。 

町といたしましては、介護に携わる人材が、行政を含め、連携を密にして情報共有や意見交

換を図りながら、介護職場での介護現場での働きやすさの実現に向けて、地域包括支援センタ

ーによる介護支援専門員へのサポートでありますとか、同職種間や異職種間の連携、集団指導

及び実地指導等により資質の向上を図っているところであります。 

また、公的支援だけでなく、地域全体で支え合う仕組みづくりも重要だと認識をしておりま

す。 

一般会計での事業にはなりますけれども、生活支援体制整備事業では、町が主体となって、

協議体及び生活支援コーディネーターを設置して生活支援サービスを担う事業主体や地域活

動の担い手等とのネットワークの構築や、連携の強化を図っているところであります。 

加えて、介護予防の観点からも、介護予防教室の開催や、令和５年度に作成いたしました愛

南はつらつ介護予防体操の普及促進、基本的な生活習慣の指導等介護予防にも注力をすること

により、高齢者のフレイルを予防し、要介護・要支援状態となることを少しでも遅らせること

ができるよう努めることで、介護現場の負担軽減につなげてまいりたいと考えております。 

以上です。 

〇吉田議長 ほかに質疑…、 

   金繁議員。 
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〇金繁議員 ありがとうございます。 

いろいろと検討はされてるようなんですけれども、なかなか外から求人見てきてくださるっ

ていうことも、いきなりこの町に来るってことは難しいと思うんですけど、私、他の自治体と

かでは、例えば移住の事業と、庁舎内の役場の中でも課の連携をして、移住者、そしてそのバ

ックアップしていく。特に子供さんのいるお母さんとかが、他市から来てくれるように、住宅

とか車とかバックアップして、もう、身一つで来てくれたら安心して子育てもできる環境を整

えることによって、こういう介護職、看護職などの女性を受入れというか、増やしているとこ

ろもあるみたいなんですけど、そういうことは愛南町としてはまだ考えてないですか。 

〇吉田議長 ちょっと決算審議とはかけ離れているようですが、答えられますかね。 

大間知高齢者支援課長。 

〇大間知高齢者支援課長 今、金繁議員がおっしゃられたような取組については、残念ながら現時

点では行われていないというのが現状であります。 

〇吉田議長 ほかに質疑ありますか。 

石川議員。 

〇石川議員 介護事業所の事業主、令和４年、５年、６年、廃業された事業所っていうのはあるん

ですか。 

〇吉田議長 答えられますか。 

（発言する者あり） 

〇吉田議長 大間知高齢者支援課長。 

〇大間知高齢者支援課長 現時点で私どものほうで把握しているところではですね、グループホー

ムが１事業者、廃業を令和６年度中にされております。 

以上です。 

〇吉田議長 ほかに質疑ありますか。 

石川議員。 

〇石川議員 介護サービス職の従事されてる方の平均年齢って幾らになってますか。 

〇吉田議長 大間知高齢者支援課長。 

〇大間知高齢者支援課長 各事業所さんの従業員の平均年齢ということだと思いますけども、町の

ほうでは、すいませんその辺の統計はとっておりません。 

〇吉田議長 金繁議員。 

〇吉田議長 先ほどちょっと提案させていただいて、まだ考えてないということだったんですけど

も、現状、既にヘルパーさんが足りなくなっていて、お願いしたけれども、来てもらうことが

難しかったというような現状は生じていませんか。 

〇吉田議長 大間知高齢者支援課長。 

〇大間知高齢者支援課長 私どもの把握している範囲にはなりますけども、全く入れませんという

ところは今のところ、回避できてるようではありますけども、例えば、できたら週４回、５回

入りたい、入ってほしいというようなところが２回になったり３回になったりというところで、

ちょっとそこら辺の調整ですよね、については、ケアマネジャーさんのほうが、ちょっと苦慮

されているというような状況は、あるようには把握しております。 

以上です。 

〇吉田議長 金繁議員。 

〇金繁議員 そういう調整に苦労されてるってことはもう既に生じているということで、このまま

いくと、ねえ、何もしなければよくなることはなかなかないと思うので、やっぱりその町民の

方たちからも、実際に頼んでも、なかなか来てもらえなかったっていうな話を聞くんですね、

それが事実かどうかっていうのを確認したんですけど、介護保険料を払っても、介護サービス

を受けられなかったっていう事態が生じたら最悪ではないですか町民にとって。なので、それ
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も税金取ったらいけなかったっていうことになるので、それを回避するために、やっぱりそこ

のところにももっと緊急の課題として力入れないといけないと思います。 

すいません。直接関係ないですけど、善処をお願いしたいです。 

〇吉田議長 感想はできるだけ述べないでください。決算審議に関して審議をお願いいたします。 

ほかに質疑ありますか。 

質疑がないようなのでこれで歳出を終わります。 

次に歳入全般を行います。３６４ページから３７１ページまでです。 

質疑ありますか。質疑がないようなので、これで介護保険特別会計を終わります。 

次に、温泉事業等特別会計を行います。 

補足説明ありますか。 

松本一本松支所長。 

〇松本一本松支所長 それでは、決算書３８７ページ、温泉事業等特別会計歳入歳出決算書の概要

について御説明をいたします。 

初めに歳入から御説明いたしますので、決算書の３９１ページを御覧ください。 

１款、営業収入は６，９５１万２，２２９円で、対前年比１０５．２パーセント、２款、繰

入金は４，８７０万円で、対前年比１５４．６パーセント、３款、繰越金は１，０７２万５，

０４９円で、対前年比１８５．０パーセント、４款、諸収入は３万６，３７０円で、対前年比

２０５．６パーセント、歳入総額は１億２，８９７万３，６４８円で、対前年比１２４．７パ

ーセントとなりました。 

歳入の増額の主な要因は、繰入金の増加によるもので、物価上昇に伴う経常経費の増加や施

設設備の経年劣化に伴う維持管理費の増加等によるものであります。 

次に、営業収入の詳細について御説明いたしますので、４０１ページを御覧ください。 

営業収入の柱であります浴場使用料は、２，７６７万５５０円で、対前年比１００．７パー

セント。施設使用料は、１，８６６万７，０９６円で対前年比１０４．８パーセント、事業収

入は２，２８１万２，７５３円で、対前年比１１１．８パーセント、販売収入は３６万１，８

３０円で、対前年比８９．４パーセントとなりました。 

続いて歳出について御説明をいたしますので、４０５ページを御覧ください。 

初めに、１款、総務費、１項、１目、一般管理費は、職員の人件費で９４１万５，６６０円。 

２款、事業費、３項、１目、一本松温泉あけぼの荘事業費は、会計年度任用職員の人件費及

び施設の維持管理費等で、１億１，０４７万８，５０５円であります。 

このうち１０節の需用費は４，０６９万３，７８６円。対前年比１０４．２パーセント。そ

の主な要因は、仕入れ材料の高騰や経年劣化に伴う施設の緊急修繕等によるものであります。 

１１節、役務費は３３４万５，８４４円。対前年比１１１．４パーセント。その主な要因は、

宿泊者の増加に伴うクリーニング手数料の増によるものであります。 

１２節、委託料につきましては３３０万２３１円。対前年比１３９．２パーセントで、主な

要因は、工事に伴います設計管理委託料の支出などによるものであります。 

１３節、使用料及び賃借料は１８５万３４８円。対前年比１１４．５パーセントで、主な要

因は、新たに導入しました製氷機のリース料などによるものであります。 

１４節、工事請負費は１，２０３万２，９００円。これは、本館の屋根の塗装工事の施工に

よるものであります。 

１７節の備品購入費は６９万９，９３０円で、対前年比３４．２パーセント、アルコール飲

料の自動販売機１台の更新によるものであります。 

１８節の負担金補助及び交付金２万４００円は、町の商工会及び南宇和旅館組合の加入負担

金であります。 

２２節の償還金利子及び割引料、４７３万４，０００円は、令和５年度分の確定申告及び令



30 

 

和６年度の中間申告に伴う、消費税の納付であります。 

以上、歳出総額は１億１，９８９万４，１６５円で、対前年比１２９．４パーセント、翌年

度繰越金は９０７万９，４８３円となりました。 

最後に、入浴者及び施設利用者の状況について御説明をいたしますので、主要施策の成果に

関する報告書３５８ページを御覧ください。 

資料中段に掲載しております。 

入浴者、施設利用者の内訳は、入浴者合計が、６万８，８７４人で、対前年比９８．６パー

セント、１，０１１人の減。宿泊等の施設利用者合計は２万２，０６８人で、対前年比９６．

６パーセント、７８７人の減。 

施設全体では９万９４２人で前年比９８．１パーセント、１，７９８人の減となっておりま

す。要因といたしましては、令和６年度から定休日を設けたことによるものと考えております。

しかしながら、営業収入全体では増加していることから、インバウンド効果による四国遍路、

またスポーツ合宿の利用などによる入浴及び宿泊あわせて喫茶等の利用なども好調だったと

いうふうに考えております。 

以上、令和６年度温泉事業等特別会計歳入歳出決算書の概要説明といたします。よろしくお

願いいたします。 

〇吉田議長 補足説明が終わりました。 

それでは歳出全般を行います。４０４ページから４０７ページまでです。 

質疑ありますか。 

金繁議員。 

〇金繁議員 運営事業ということで４０５ページなんですけれども、利用者は昨年に比べると、１，

７９８人減っているということです。これ収入のほうが、一般会計の繰入れが４，８７０万円

あるので、これ町民の負担ということですよね。なのでこの管理運営事業として、やっぱり料

金設定、特に宿泊に関して、すごく安いんじゃないかと思うんですよ。前も指摘したんですけ

ど、２人以上の利用で３，０００円台、３，８００円とかっていうのは、愛南町内の相場とし

ても安いんじゃないかと思うんですね。 

その辺はよく調べていらっしゃると思うんですけど、これもう毎年、毎年、これ本来なら町

民の福祉、幸福実現増幅のために使うべき５，０００万近くのお金を、やっぱりその観光客の

ために町民が負担している。 

これ、１人当たりに換算したら２，７００円とか３，０００近い、４人家族だったら毎年１

万円、観光客のために支出してるっていう計算になりますよね。 

なので、その辺、料金設定についてどのようにお考えか、お聞きします。 

〇吉田議長 松本一本松支所長。 

〇松本一本松支所長 宿泊料の関係でお答えをいたします。 

議員御指摘のとおり、確かに近隣または町内とも比べまして、確かに宿泊料、今、あけぼの

荘、安い状態になっております。 

若干ですね昨年、宿泊料に関しても値上げをさせていただきました。ただ本当に若干です。 

また、今後はですね、適正な宿泊料、今、いろんな物価上昇、燃料費等と価格も上昇してお

りますので、そこらを勘案しましてですね、適正な料金をちょっと検討していけたらなと、個

人的には思っております。 

併せまして、議員御指摘の、御承知のとおり「自分ごと化会議」というところで、今の町民

の方の御意見をいただくような場を商工観光課のほうで観光施設に関しまして進めておりま

す。その中で、あけぼの荘につきましても検討をいただく予定となっておりますので、そうい

った町民の方々の声をしっかりお伺いをしながら、検討を進めてまいりたいというふうに考え

ております。 
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以上です。 

〇吉田議長 ほかに質疑ありますか。 

金繁議員。 

〇金繁議員 それから、これ温泉の燃料費、１，３３０万円、これ、上がってきてますよねやっぱ

りね。推移はどうなってますか。 

〇吉田議長 松本一本松支所長。 

〇松本一本松支所長 燃料費に関しましてお答えをいたします。 

令和６年度の燃料費、決算額が１，３３０万２，７３９円となっております。５年度が、１，

３５４万９，９５５円ということで、若干ではありますが、５年度と比較をいたしますと、２

４万７，２１６円の減額にはなっております。 

以上です。 

〇吉田議長 ほかに質疑ありますか。 

   金繁議員。 

〇金繁議員 それにしても、結構高いと思うんですね。このお金っていうのは愛南町の外に出てい

ってしまうお金なので、やはりこれを、中で調達する、前も薪ボイラーを採用するようにとい

うことを提案し続けているんですけれども、この持続可能なこの事業にするためにも、検討す

るべきではないかと思うんですけども、今後どのようにお考えでしょうか。 

〇吉田議長 答えられますか。 

松本一本松支所長。 

〇松本一本松支所長 お答えをいたします。 

先ほども申しましたが「自分ごと化会議」の中で、その辺りも含めて、御意見をいただけれ

ば、また方針がはっきりするのかなと考えております。 

以上です。 

〇吉田議長 ほかに質疑ありますか。 

ないようなので、これで歳出を終わります。 

次に歳入全般を行います。４００ページから４０１ページまでです。 

質疑ありますか。 

質疑ないようなので、これで温泉事業等特別会計を終わります。 

次に、旅客船特別会計を行います。 

補足説明ありますか。 

伊田西海支所長。 

〇伊田西海支所長 それでは、決算書４０９ページ、旅客船特別会計歳入歳出決算書について、補

足説明を申し上げます。 

まず、本会計の予算現額は歳入歳出ともに２，６２８万５，０００円であり、決算額は、歳

入が２，６７９万７，３４４円、歳出が２，６０７万９８４円となっており、この差引きによ

り７２万６，３６０円の剰余金が生じております。 

前年度の決算と比較しますと、歳出における施設経営費が１４８万２，４６４円の増となり、

歳入の繰入額が１４９万４，０００円の増となっており、全体として歳入が１８９万８，６４

２円。率にして約７．６パーセントの増。歳出が１４８万３，８９４円。率にして約６パーセ

ントの増となっております。 

続いて決算の明細について御説明いたします。 

まず最初に歳出についてですが、詳細は決算書４２７ページを御覧ください。 

１款、１項、１目、一般管理費につきましては、不測の事態に備えるための保健関係費用な

どを支出しており、金額は前年度とほぼ同額の２８万１，９５２円となっております。 

次に２款、１項、１目、施設経営費です。 
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維持管理事業としては、指定管理委託料として前年度と同額の１，８００万円を支出してお

ります。 

瀬ノ浜施設維持管理事業におきましては、瀬ノ浜観光案内待合所のシャワー室とトイレの改

修工事を実施しており、その費用として２２５万２，８００円支出しました。 

このため、前年度と比較して２０５万１２０円の増となっております。 

次に旅客船修繕事業では、海上運送法改正により上架検査が義務化されたことに伴い、船舶

昇降手数料として５５万円、加えて衛星非常用位置指示無線標識購入などの備品購入費として

８５万１，４００円を新たに支出しております。一方で修繕料は前年度より１７６万３，３５

６円減少したことにより、前年度と比較して、５６万７，６５６円の減となっております。 

このような内訳により施設経営費全体では、前年度と比較して１４８万２，４６４円、率に

して約６．１パーセントの増となる２，５７８万９，０３２円を支出しております。 

次に歳入について説明いたしますので、４２３ページにお戻りください。 

２款、１項、１目、一般会計からの繰入金は、先ほど御説明した施設経営費の増加に対応す

る形で、前年度より１４９万４，０００円増加し、２，６０５万９，０００円となっておりま

す。 

３款、１項、１目、繰越金は、前年度の繰越金として３１万１，６１２円となっております。 

４款、４項、１目、雑入につきましては、指定管理者が付保する保険として１８万６，７３

２円、また、歳出の備品購入費に対する補助として小型旅客船等安全対策事業費の補助金２４

万円、合計４２万６，７３２円、前年度比で２４万円の増加となっております。 

次に、令和６年度の観光船旅客数については、夏季の繁忙期である８月８日から１５日まで

の８日間において、南海トラフ巨大地震に関する臨時情報が発表され、キャンセルが発生する

など一定の影響が見られましたが、全体としては５，１５９人と前年度比で１５２人の微増と

なっています。 

最後に観光船事業につきましては、自然環境の影響を大きく受けますが、今後も指定管理者

による管理運営のもと、すぐれた観光資源として町内外に発信していきたいと考えております。 

また、観光客の増加につながるような、より特化した取組を継続的に研究してまいりたいと考

えております。 

以上で補足説明を終わります。よろしくお願いします。 

〇吉田議長 それでは、歳出全般を行います。４２６ページから４２７ページまでです。 

質疑ありますか。 

質疑がないようなのでこれで歳出を終わります。 

次に歳入全般を行います。４２２ページから４２３ページまでです。 

質疑ありますか。 

質疑がないようなので、これで旅客船特別会計を終わります。 

これから事業会計について行いますが、事業会計については、決算書全般について質疑を受

けます。 

まず、上水道事業会計について行います。 

補足説明ありますか。 

中道水道課長。 

〇中道水道課長 決算の補足説明の前に、おわびとお断りを申し上げます。 

既に町長が申し上げましたが、決算書に数字の記載誤りがありました。議案の訂正及び修正

か所については、タブレットの全協、９月９日、決算勉強会のフォルダに掲載させていただい

ておりますので、決算報告書訂正、ページ７を御覧ください。 

支出の部、第１款、水道事業費用の決算額、６億５，６０４万１７７円と不用額の４，４０

８万９,８２３円及び備考欄の２か所の１，４０８万６，０００円が、正しくはそれぞれの見え
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消しの資料のとおりとなります。 

なお、この部分の修正による、そのほかのか所及び決算全体への影響はございません。 

まず、決算額のところにつきましては、単純な入力誤りであり、不用額も、またその差引き

ですので、同様であります。 

また、備考欄につきましては、端数処理を誤って１，０００円単位で丸めて表記していたた

めであります。 

ひとえに私どもの確認不足から生じた事案であり、以後、このようなことがないよう、十分

注意してまいりたいと思います。 

既に上程し、提案説明を終えていますので、最終日に改めて議案の訂正を追加提案させてい

ただきます。また、監査委員による決算審査も改めて受けるようにしておりますので、申し添

えます。 

大変申し訳ありませんでした。 

〇吉田議長 補足説明が終わりました。 

質疑を受けます。質疑ありますか。 

ごめんなさい、補足説明これからですね。すいません失礼しました。 

〇中道水道課長 それでは、令和６年度愛南町上水道事業会計の決算について御説明します。 

初めに、業務状況から説明いたしますので、決算書の２４ページを御覧ください。 

まず、令和６年度末の給水人口は１万７，５１９人で、前年度に比べ５１７人減少しており

ます。 

次に、年度末給水戸数は、１万１０９戸で、前年度と比べて１０１戸減少しております。 

年間配水量は、２８１万４，１９７立方メートルで、前年度に比べ８万４，８０６立方メー

トル減少しており、年間有収水量は２０７万９，９０９立方メートルで、前年度と比べて、３

万２，５９１立方メートル減少しました。 

有収率は７３．９パーセントで前年度より１．０ポイント改善しております。 

次に２５ページの事業収支に関する事項について御説明いたします。 

こちらは税抜で表記しております。 

営業収益決算額は、４億１，１９２万２，５３４円で、前年度と比べて、１，５２６万２，

１８４円の減少となっております。 

主な内訳は、給水収益が前年度に対し、４９３万８６４円減少の４億６５７万６，５７２円。

他会計負担金は、令和６年度に設置した消火栓６基の維持管理に係る費用を一般会計より受入

れたものであり、１，０３０万円減少の４６０万円です。 

次に、営業外収益の決算額は、２億６，２１０万７，８９９円で、前年度と比べて１，１１

６万４，４３０円の増額となっております。 

増額となった主な要因としましては、今後の建設改良費及び企業債償還金に係る資本的支出

の財源に充てるため、基準外繰入れを増やしたことに伴い、他会計補助金が増額となったため

です。 

次に、下段の支出でありますが、営業費用の決算額は６億１９８万８，０８３円で、前年度

に対し、１，８３４万４，４９６円の減少であります。 

減少の主な要因としましては、漏水修理や機器修繕に係る修繕費及び固定資産除却に係る資

産減耗費の減によるものであります。 

次に、営業外費用の決算額は、３，９９３万９，２７２円で、内訳は企業債償還利息、３，

９９１万１，６２４円及び雑支出２万７，６４８円であります。 

続いて、資本的収入及び支出について説明いたしますので、３３ページを御覧ください。こ

ちらは税込み表記となっております。 

資本的収入の企業債は、決算額１億２，８１０万円で、老朽管更新工事等の財源として財務



34 

 

省から借入れしております。 

負担金は、決算額、９３３万４，４２１円で、消火栓設置工事に伴う一般会計負担金５２万

円。国土交通省が施工する柏地区津島道路工事のため支障となる水道管路の移設事業として実

施した、内海地区配水管移設工事（鍛冶屋敷１号線）に伴う補償金８８１万４，４２１円であ

ります。 

次に支出でありますが、資本的支出の建設改良費の決算額は、２億７，６０３万４，８８９

円で、内訳につきましては、委託料が上水道老朽管更新事業、実施測量設計業務ほか３件で、

２，５３８万８，０００円。工事請負費が、老朽管更新事業として一本松地区配水管布設替工

事ほか４件で、１億３，２６０万３，０００円。前年度の繰越工事、内海地区配水管移設工事

（鍛冶屋敷１号線）７３３万１，０００円。施設整備等更新事業として、遠方監視システム機

器更新工事（御荘地区）ほか１５件で、１億９６１万５，０００円を実施しております。 

なお、工事の詳細は、２２ページから２３ページに載せております。 

また、固定資産購入費は、工具、器具及び備品の購入費用で、決算額は１０９万７，８８９

円で、その内訳は、投光器、発電機等の購入費が１０４万７，１２０円、新設量水器の購入費

が、５万７６９円となっております。 

以上、簡単ではありますが、上水道事業会計決算の説明を終わります。 

〇吉田議長 補足説明が終わりました。 

質疑を受けます。質疑ありますか。 

鷹野議員。 

〇鷹野議員 単純に考えまして企業会計なんですけど、１０ページにありますように、営業損失が

１億９，０００万あると。これをプラスに持っていくために、町の補助金ないし企業債等で賄

っているという、単純計算ですね。 

そういうことで、独立採算制である企業会計からしたら、まだまだ、まだまだいうか全然成

り立ってないっていうのが現状だと思います。 

それでですね、今、上水道料金を値上げするっていうのも、もちろん東京都なんかは、ね、

逆に、基本料金を無料にするとか、やっぱ物価高の影響で、なかなかこの８年間、水道料金の

改定とか行ってないっていうのは分かります。 

それでですね、今、資本的支出でですね、老朽管の改良工事云々やって毎年やってると思い

ます。２億７，０００万ぐらいね。それをですね、１年の工事でどれだけ耐震性が進んでいる

のか。今、やっぱりその、ライフラインっていうか、いつ震災、大規模災害が起きてもおかし

くないときにですね、やはりその老朽管の耐震性云々、やっぱりこれは、町として、一番、水、

命の水は必要なもんでやっていかんといかんとは思うんですが、その辺、今年度、どれだけ耐

震性が上がったのか、また１年間でどのぐらい耐震性が上がっているのか。お願いいたします。 

〇吉田議長 中道水道課長。 

〇中道水道課長 お答えいたします。 

令和６年度のですね管路更新の耐震化率、これは０．６０パーセントの耐震化率となってお

ります。そして管路全体の６年度末の決算値では、管路全体の耐震化率は３１．６１パーセン

ト、主要な基幹管路の耐震化率は３２．３１パーセントとなっております。 

以上です。 

〇吉田議長 ほかにありますか。 

鷹野議員。 

〇鷹野議員 この更新率が一応あれですかね、更新でアップしてるっていう考えでよろしいですか

ね。 

〇吉田議長 中道水道課長。 

〇中道水道課長 そのとおりでございます。 
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〇吉田議長 ほかに…、 

   鷹野議員。 

〇鷹野議員 そしたらですね、今、耐震化率が３２パーセントになったということなんで、年間０．

６パーセント、令和６年度はちょっと下がってるので、０．１パーセントとしても何十年かか

るんだろうっていうのが不安材料なんですが。とにかくですね、独立採算制でやっていかない

といけない企業会計において、こういう資本的支出、建設改良費ですね、これは本来だと収益

から支出するのが本来の企業会計の姿なんですけど、それを踏まえてですね、来年度やないけ

ど今年度、これは決算認定なんですが、踏まえて、水道料金の値上げ等、今の段階でどのよう

に捉えておるかお聞きします。 

〇吉田議長 中道水道課長。 

〇中道水道課長 お答えいたします。 

物価高騰が長く続き、先行きが読めない現時点におきまして、料金改定の結論を出すという

ことは非常に難しい状況にございます。 

とりわけ今は、物価高騰による水道料金支援事業を実施している最中でありますので、料金

改定に係る協議も、今のところ進んでいないというのが現状でございます。 

しかしながら、今後の景気の動向や、物価高騰の影響などを十分に見極めながら、町として

熟慮を重ねてまいりたいと考えております。 

以上です。 

〇吉田議長 ほかに質疑ありますか。 

石川議員。 

〇石川議員 先ほどの修正の件で、決算額は変わらないけど、その他の資料は変わりませんという

ことなんですが、少なくとも私これ、決算額、これ変わるということは損益計算書はですね、 

変わってくるんじゃないかなと。３５万６００円の差額が出てるんで、水道事業費用、この部

分の損益計算書がですね、変わってくるはずなんですよ。ちょっとそれを説明していただきた

いなと。何で変わらないのか。 

〇吉田議長 中道水道課長。 

〇中道水道課長 未払消費税の３５万６００円につきましては、今年度には上がってきておるんで

すけれども、実際の支払いとしては、次年度に支払う内容のものになりますので、決算には影

響ございません。 

以上です。 

〇吉田議長 石川議員。 

〇石川議員 ３５万６００円というのは、先ほどちょっと説明がなかったんですけど、未払消費税

ということで理解してよろしいんですか。 

〇吉田議長 中道水道課長。 

〇中道水道課長 そのとおりでございます。 

〇吉田議長 ほかに質疑ありますか。 

ほかに質疑がないようなので、これで上水道事業会計を終わります。 

続きまして、病院事業会計について行います。 

補足説明ありますか。 

近田国保一本松病院事務長。 

〇近田国保一本松病院事務長 愛南町病院事業会計です。 

令和６年度の収益的収入及び支出について補足説明させていただきます。消費税抜で御説明

させていただきます。決算書の４２ページの下段にあります「合算」と表示した表を御覧くだ

さい。 

令和６年度病院事業会計の費用合計は６億９，１０５万６５４円で、前年度決算より２，３
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８６万６２６円の増額となっております。 

そのうち主な支出区分である医業費用を見ると、病院分は５億７，１８７万４，０３６円で

前年度決算より２，３２４万８，０５４円の増額となっております。 

また、診療所分は９，６７２万２，１７０円で前年度決算より、３４３万４，６３３円の増

額となっております。 

これらの増加要因としては、人事院勧告に伴う給与改定、会計年度任用職員への勤勉手当支

給開始による人件費の増加、物価高騰による材料費等の増加が影響しております。 

続いて収入について御説明いたします。 

下段の合算と表示した表を御覧ください。 

病院事業会計の収入合計は６億９，９１１万８，００６円で前年度決算より、３，３４４万

６，６４６円の増収となっております。 

そのうち、病院の自主財源を表す医業収益を見ると、病院の医業収益は３億１，９４２万４，

３０９円で前年度決算より５７３万７，８２５円の増収となっております。 

また、診療所分は４，９７０万６，０８３円で前年度決算より、１１３万１，３７２円の減

収となっております。 

病院事業会計の繰入金である一般会計補助金については、医業外収益として受けており、病

院分が２億４，６００万、診療所分が４，４４３万８，２６４円。合計２億９，０４３万８，

２６４円で、前年度決算より２，４７６万２，４５９円増額しております。 

この増加要因としては、人事院勧告に伴う給与改定、会計年度任用職員への勤勉手当の支給

開始による人件費の増加が主な繰入金額の理由となっております。 

続いて資本的収入及び支出について御説明いたします。７４ページを御覧ください。 

病院建設改良費におきましては、ストレッチャー等、医療現場において必要な機器の購入、

医事会計システムへの更新を行いました。また、電子カルテ等のリース債務の支払いをしてお

ります。 

診療所建設改良費におきましては、超音波画像診断装置等の医療機器の購入を行いました。

また、電子カルテ等のリース債務の支払いをしております。なお、今年度取得した資産の詳細

は２６ページ、２７ページを御参照いただければと思います。 

最後に業務の状況について御説明いたしますので、２８ページ、２９ページを御覧ください。 

入院患者数は年間延べ１万５，３０９人で前年度１万５，９０９人に対し６００人の減少と

なり、病床利用率も６９．９パーセントと前年度７２，４パーセントと比較して、２．５パー

セント減少しております。減少理由としては死亡退院も含めた、退院患者が年間２０１人と、

前年度よりも４２人増加したことや、長期入院患者が減少したことが要因となっています。 

続いて３０ページ、３１ページを御覧ください。 

外来患者数は、年間延べ１万１，７７８人で、前年度 1万２，６８８人に対し９１０人の減

少となりました。減少要因としては、新型コロナウイルス感染症のワクチン接種の有料化に伴

い、接種者が減少したことと、また、地域人口の減少に伴うものが挙げられます。 

以前厳しい経営状況は変わらないことから、今後も他の医療機関との連携を密にして、入院

患者を積極的に受入れ、増収を図るとともに、医師、看護師等の医療スタッフを確保し、町内

唯一の療養病床を有する病院として安定的な病院経営と地域医療のサービス向上に努めてい

きたいと思っております。 

以上で補足説明を終わらせていただきます。 

〇吉田議長 補足説明が終わりました。 

質疑を受けます。質疑ありますか。 

金繁議員。 

〇金繁議員 これだけ過疎の町で病院経営を黒字にするということは本当に至難のわざというか
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まずないことだと思いますので、本当に大変な状況だと思います。 

心配なのは、前も質疑させていただいたんですけど、看護師さんとか、職員の方ですよね、

が不足している状況が続いているということで、それが一番町民への医療サービスを充実させ

るという目的から、状況が心配されるんですけど、その後改善はありましたか。 

〇吉田議長 近田国保一本松病院事務長。 

〇近田国保一本松病院事務長 令和８年度の正職員の募集につきまして、放射線技師１名、看護師

３名程度の早期募集を行いました。放射線技師２名、看護師４名の応募があり、採用試験につ

きましては今２次試験を行ったという状況であります。 

以上です。 

〇吉田議長 ほかに質疑ありますか。 

質疑がないようなので、これで病院事業会計を終わります。 

最後になります。次に、下水道事業会計を行います。 

補足説明ありますか。 

谷岡環境衛生課長。 

〇谷岡環境衛生課長 令和６年度愛南町下水道事業会計の決算について御説明します。 

まず、下水道事業会計は、農業集落排水事業、漁業集落排水事業、個別排水処理事業、特別

地域生活排水処理事業の４事業で運営しております。 

それでは、業務状況から説明いたしますので、決算書の２２ページを御覧ください。 

業務量の上から３行目、処理区域内の人口は５，８３３名で、前年度から１０７名増加して

おります。水洗化戸数につきましては、１，９３１戸で、前年度から５９戸増えております。

水洗化人口は５，４８４人で、前年度から１１０名増えております。年間有収水量は４５万４，

１１５立方メートルで前年度より３万５６９立方メートル増えております。 

これらの水洗化人口は、年間有収水量といった各項目の増加につきましては、町営浄化槽整

備事業による浄化槽の設置、この戸数が増えたことが主な要因となっております。 

次に２３ページの事業収支に関する事項について御説明いたします。 

こちらは税抜での表記となっております。 

なお、下水道事業会計につきましては、二つの特別会計を廃止し、令和６年度から公営企業

会計として運営していますので、各項目において、前年度の比較はできておりません。 

それでは、営業収益から御説明いたします。 

営業収益決算額は７，０７３万２，０１５円です。その内訳は、下水道使用料７，０７１万

８，５１５円と、その他の営業収益は下水道使用料に係る督促手数料でありまして、１万３，

５００円です。 

次に営業外収益の決算ですが、１億８，１９６万５，７５４円であり、主な収入としては、

他会計補助金の１億１，９４０万円となっております。 

次に、特別利益につきましてですが、令和５年度の小規模下水道特別会計に係る消費税及び

地方消費税還付額と、還付加算金でありまして、４６９万１，９８９円となっております。 

次に、下段の支出でございます。 

営業費用の決算額は２億３，６９１万３，６４７円です。 

管路の維持管理に要する費用、管渠費や、処理場、浄化槽の維持管理に要する費用、これら

の処理場費用等として構成されております。 

次に、営業外費用の決算額ですが、企業債償還利息７８３万２，２７９円及び雑支出３８０

万６，８３３円となっております。 

次に、特別損失の決算額ですが、令和５年度浄化槽整備事業特別会計に係る消費税及び地方

消費税納税額及び賞与引当金など２６３万７，２５９円でございます。 

続いて、資本的収入及び支出について説明いたしますので、２９ページを御覧ください。 
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こちらは税込みでの表記となっております。 

第１款、資本的収入、第１項、企業債、決算額が、１，６３０万円。第３項、補助金決算額

が３，３９１万９，０００円。第４項、負担金の決算額は５０６万２，１００円で、それぞれ

町営浄化槽整備事業の財源となっております。 

第２項、出資金については、決算額９，９１０万円でございます。 

次に支出でございますが、資本的支出の建設改良費の決算額は、６，４４３万９，０００円

で、うち内訳につきましては、委託料が愛南地区漁村整備工事設計委託業務などで４８５万８，

０００円。工事請負費が、町営浄化槽整備事業費で５，０６２万１，０００円。補助金は、町

営浄化槽整備事業に係る排水設備工事及びくみ取り槽などの撤去工事に対する補助金で、決算

額は８９６万円です。 

なお、工事の詳細につきましては、２０ページ、２１ページに記載しております。 

以上簡単でございますが、下水道事業会計の決算の説明を終わります。 

〇吉田議長 補足説明が終わりました。 

質疑を受けます。質疑ありますか。 

石川議員。 

〇石川議員 ２１ページなんですが、工事の一番上の令和６年度町営浄化槽設置工事、契約年月日

がこれ令和１年になっとんですが、これ間違いないですか。 

〇吉田議長 谷岡環境衛生課長。 

〇谷岡環境衛生課長 間違いございません。 

〇吉田議長 ほかに質疑ありますか。 

鷹野議員。 

〇鷹野議員 これも先ほど上水道と同じように、独立採算制でやる企業会計なんですよ。 

一応、今年度の決算６年度から公営企業会計に移行したということで、下水道会計と、浄化

槽整備会計が一緒になったということなんですが、前々からちょっと言ってたですね、下水道

の金額とですね浄化槽の料金の格差が生じているということで、当然、下水道特別会計にも、

建設改良費、ここにあるように内海、家串のやつかな、２億１，８００万か、いうふうに、改

修工事もやっていかんといかんというのは分かります。 

ただ、やはり企業会計になったら、その受益者負担っていうか、応益負担の原則から言うた

ら、やっぱり恩恵を受けた人がそれに対する対価を払うっていうのが企業会計、普通のことだ

と思うんですよ。 

そこでですね、やはり上水道の会計と下水道の会計が一緒になって、ちょっとごっちゃでそ

の基本料金とか、どのぐらいの金額を払うてるかっていうのは逆に分かりにくくなったんです

が、この辺の料金の改正、これやっていかんと、今後いかんと思うんですが、上水道はちょっ

と物価云々というのはあるんですけど、この辺の格差の是正っていうのはどのように、捉えて

ますか。 

〇吉田議長 谷岡環境衛生課長。 

〇谷岡環境衛生課長 お答えします。 

議員の御指摘いただいた料金改定につきまして、水道と同じような形なんですけれども、近

年の物価上昇、あと家庭負担の増加などによりまして、住民生活への影響が懸念されていると

いうことから、料金改定は慎重にすべきということで、今現行の料金体系で維持しているとこ

ろでございますが、先ほども御指摘がありましたように、利用者負担の公平性の確保、そうい

った部分、あと将来的な、町の繰出金とかも今後、負担が増えるてくる可能性もございます。

そういったところの観点からいたしまして。料金の在り方については引き続き検討は必要かと

思っておりまして、その辺りについてはまた理事者と十分協議を重ねてですね、住民の皆様の

生活に影響が余り出ないような形で、そういったところを配慮しながら適切な方向性をちょっ
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と考えていきたいと思っております。 

以上です。 

〇吉田議長 鷹野議員。 

〇鷹野議員 今言ってもらったんであれなんですけど、やはり企業会計、一緒にしたということで

すね、当然、財務諸表とかつけるようになって、企業の透明性も出てきたって思うんですが、

やはりこの、今年度初めてのこの決算を見まして、やはり他会計の依存度が上水道よりは高い

と。どうしても繰出金の割合がこれ４６パーセント、半分ぐらい繰出金っていうか、それに依

存しているということなんで、この辺はやっぱりね考えていかんと、いつまでも一般会計、町

が、持ち出し資本金にしてもそうですよ。出すばっかりじゃこれいかんと思うんですけど。も

う１回お願いします。 

〇吉田議長 谷岡環境衛生課長。 

〇谷岡環境衛生課長 御指摘のとおり繰出金、補助金に頼って運営しているということなんでござ

いますが、環境衛生課といたしましては、今の内海での工事を含めまして、一部処理場の部分

統合を図りまして、維持管理費の削減等を進めております。 

それと併せまして、機器の更新に合わせて、修繕料も含めて、今後下がってくるかと思いま

す。そういった部分での経費の圧縮を進めていきたいとは考えておりますが、どうしても収入

が少ないのでですね、どうしても町のほうに頼らざるを得ない状況が続いておりますので、そ

の点も含め、料金改定とセットで、理事者と協議が必要かと思っております。 

以上です。 

〇吉田議長 金繁議員。 

〇金繁議員 繰入金が多いということが今問題になってるんですけど。別の問題として、これ愛南

町のこの汚水処理の人口の普及率５０数パーセントということなんですけど、県内２０市町の

中で、これは何位ぐらいになるんですかね。 

〇吉田議長 谷岡環境衛生課長。 

〇谷岡環境衛生課長 汚水処理人口普及率がですね６年度末で５３．２％です。令和５年に比べま

すと１．６パーセントは増加しておりますが、県下では最下位という形となっております。 

〇吉田議長 金繁議員。 

〇金繁議員 そうですよね、県内で最下位と。県内の平均が８５．７パーセントですので、愛南町

相当低いということですよね。ここは相当努力しないといけないと思うんですけど、その努力

が環境面からだけじゃなくて、今問題になっているやりとりがありました、収入が少ないって

いう部分。もちろん普及が増えればコストもっとかかるんですけど、やっぱ経済効率がよくな

ると思うんですよ。 

そういう意味からも、この５３パーセント、最下位からの脱却ということに力を入れるべき

ではないかと思うんですけど、その点についてはいかがお考えですか。 

〇吉田議長 谷岡環境衛生課長。 

〇谷岡環境衛生課長 最下位からの脱却という部分につきまして、なかなか集落排水事業について

は、なかなか今後、接続率が大幅に伸びる余地がございません。 

その代わりかわりといたしまして、今、町営浄化槽の事業に力を入れておりまして、こちら

への加入促進を含めて、今、ＳＰＣの事業者と一緒になってその辺りはですね推進のほう努め

ております。そこでの加入量を増やすことによって、汚水処理人口の普及率を高めていくしか

今のところはないかと考えております。 

〇吉田議長 金繁議員。 

〇金繁議員 はい、ありがとうございます。やっぱり普及率が極端に低いっていうところが相当経

済効率悪いと思うんですよ。これがせめて県平均の８５．７パーセントになれば、一定程度よ

くなると思うんですけど、その辺の試算をされてますか。 
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やはり、この赤字状況を改善しようと思ったら、やっぱりどこを改善するべきか、もちろん料

金を上げるっていうのはその一つですけど、最終手段であるべきだと思うんですね。 

なので、この点についてどのぐらいの試算、８５．７ぐらいになれば、どのぐらいの経済的な

効果がこの事業にあると考えられてますか、今の時点で。 

〇吉田議長 金繁議員すいません決算審議とはかけ離れておりますが、答えられるようでしたら、

谷川環境衛生課長答えられますか。 

〇谷岡環境衛生課長 県下の平均までですね、上げていくということでのですね、試算は現在して

おりませんので、具体的な数字を持っておりません。 

〇吉田議長 金繁議員。 

〇金繁議員 私は決算からはかけ離れていると思いません。この事業が持続可能であるために、ど

ういうふうに考えていらっしゃるかということを確認しています。この状況を何か普及率を高

めることによって、経済効率がよくなるのであれば、そこを最優先にやるべきではないですか。

なので、今、ＳＰＣさんと努力されてるって言ってらっしゃるんですけど、その紙でね、環境

瓦版で配布するとかだけじゃなくて、やはりもっともっとこう理解を深めるとか、何らかの手

段もほかの自治体とかの例もあると思うんで、その辺もされるべきではないかと考えます。ぜ

ひやってほしいと思うんですけど、ちなみにこれ、利用料金については、県内何位ぐらいです

か。 

〇吉田議長 回答できますか。 

谷岡環境衛生課長。 

〇谷岡環境衛生課長 すいません。今、手持ちの資料ないんですけど、下水道料金だけで見ますと、

県平均が３，３００円程度です。今、本町の平均が３，６７０円となっておりますので、県平

均よりかは高めの設定となっております。 

〇吉田議長 ほかに質疑ありますか。よろしいですか。 

ないようなので、これで下水道事業会計を終わります。 

以上で、全会計が終わりました。 

なお、９月１2 日、午前９時より議員協議会室にて議会運営委員会を、９時半から議員控室

にて朝礼を、午前１０時より議場にて定例会最終日を開催することになっております。 

長時間にわたりお疲れさまでした。 

これで決算勉強会を終わります。 

 

 

 

 

              議長 

 

 

 

 


